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1

　
H
　
本
研
究
の
目
標
は
、
日
本
語
に
お
け
る
「
助
数
詞
」
の
歴
史
的
研
究
で
あ
り
、

本
稿
は
、
そ
の
基
礎
的
研
究
と
な
る
「
中
国
古
代
簡
蹟
資
料
に
お
け
る
量
詞
の
考
察
」

の
一
端
で
あ
る
。

　
○
　
日
本
語
に
お
け
る
「
助
数
詞
」
と
は
、
一
般
に
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

　
　
　
　
接
尾
語
の
一
。
数
を
表
す
語
に
添
え
て
、
ど
の
よ
う
な
事
物
の
数
量
で
あ

　
　
　
　
る
か
を
示
す
語
。
「
個
」
「
匹
」
「
羽
わ
」
「
枚
」
「
冊
」
「
組
」
「
杯
」
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
　
　
の
類
。
　
　
　
（
松
村
明
編
『
大
辞
林
』
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
助
数
詞
の
考
察
は
、
従
っ
て
、
”
日
本
人
が
そ
れ
ら
事
物
を
ど
の
よ
う
な
事
物
と

し
て
把
握
、
認
識
し
て
き
た
か
”
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
点
か
こ
の

種
の
研
究
の
妙
味
と
も
な
っ
て
こ
よ
う
。

　
助
数
詞
も
、
目
常
々
用
語
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
表
記
方
法
（
用
字
）
も
ほ
ぽ
一

定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
助
数
詞
は
そ
の
対
象
一
事
物
）
と
の
個
別
的
関
係
（
助
数

詞
と
そ
の
対
象
と
の
間
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
大
小
、
強
弱
、
広
狭
、
緩
急
な
ど
の

緊
張
関
係
）
に
お
い
て
運
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
た
め
、
外
国
人
に
対
す
る

島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
杜
会
科
学
）

第
二
十
四
巻
－
第
二
号

日
本
語
教
育
の
現
場
な
ど
で
は
、
学
習
者
を
悩
ま
す
大
き
な
問
題
と
も
な
っ
て
い
る
。

　
助
数
詞
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
に
類
す
る
語
群
が
ア
ジ
ア
州
の
南
部
や
東
部
一
シ
ナ

・
チ
ベ
ッ
ト
語
族
等
）
、
そ
の
他
に
分
布
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
が
、
目
本
語
の
助
数
詞
に
つ
い
て
は
、
字
音
読
の
も
の
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
関

わ
る
も
の
が
多
い
と
い
う
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
藤
原
宮
・
平

域
宮
跡
、
そ
の
他
の
出
土
木
簡
、
正
倉
院
文
書
以
下
の
公
私
文
書
一
古
文
書
）
世
界

に
お
い
て
は
、
助
数
詞
が
、
こ
と
さ
ら
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
他
の
資
料
ジ
ャ
ソ
ル

以
上
に
多
種
多
様
の
助
数
詞
が
み
え
て
い
る
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
。
推
測
す
れ
ば
、

日
本
語
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
助
数
詞
は
、
本
来
、
ω
古
代
中
国
か
ら
、
o
”
文
書
語
”

の
一
端
と
し
て
伝
来
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
推
測
は
、
実
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
提
出
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ぱ
、
そ

の
ω
に
つ
き
、
か
つ
て
、
池
上
禎
造
氏
は
、
「
我
が
助
数
詞
が
支
那
語
と
の
接
触
に

よ
つ
て
急
激
に
豊
富
に
せ
ら
れ
た
こ
と
は
明
か
な
事
実
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

漢
語
よ
り
の
借
用
、
漢
語
由
来
の
助
数
詞
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の

「
明
か
な
事
実
」
に
つ
き
、
具
体
的
に
論
述
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
、
「
船
一
艘
」
「
子
豚
三
匹
」
の
よ
う
な
「
名
詞
十
数
量
値
」
と
い
う
形
式
は
、

日
本
語
固
有
の
も
の
で
な
い
、
朝
鮮
語
か
ら
の
日
本
語
へ
の
干
渉
の
結
果
で
あ
ろ
う
、

一
頁
∫
二
六
頁
　
平
成
二
年
十
二
月



2

居
延
簡
贋
資
料
に
お
け
る
量
詞
の
考
察
一
三
保
）

あ
る
い
は
、
古
代
中
国
語
か
ら
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
目
本
語
固
有
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
）

で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
っ
た
推
測
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
、

根
拠
な
り
例
証
な
り
を
も
っ
て
発
言
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

　
そ
の
o
に
つ
い
て
は
、
浜
田
敦
氏
が
、
「
一
方
、
例
え
ば
、
正
倉
院
文
書
な
ど
を

検
す
る
に
、
お
そ
ら
く
、
百
を
単
位
と
し
て
数
え
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
の
種
類
の
助

数
詞
が
、
少
く
と
も
漢
字
表
記
の
上
で
は
、
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
当
時
の
、
目
常
口
頭
語
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
に

多
種
類
の
助
数
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
お
そ

ら
く
、
公
文
書
の
よ
う
な
性
格
の
、
文
章
語
に
お
け
る
特
殊
な
用
法
を
示
す
も
の
と

考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
」
一
注
3
文
献
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
示
さ
れ
た
考
え
方
に
は
賛
意
を
表
し
た
い
。
だ
が
、
そ
う
し
た
文
章
に
お
け

る
特
殊
な
用
法
は
、
何
時
、
ど
こ
の
、
何
に
依
拠
し
た
、
何
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
よ
っ
て
き
た
と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
、
そ
の
必
然
性
な
ど
に
つ
い
て
の
究
明

が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
先
の
よ
う
な
推
測
を
確
め
て
い
く
に
は
、
古
代
の
中
国
と
目
本
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

助
数
詞
に
つ
い
て
比
較
・
検
討
し
て
い
か
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、

ま
ず
、
古
代
の
中
国
に
お
け
る
、
ま
た
、
日
本
に
お
げ
る
、
助
数
詞
の
実
態
調
査
、

そ
の
使
用
場
面
（
資
料
ジ
ャ
ン
ル
）
、
そ
の
用
法
の
推
移
・
変
容
な
ど
に
つ
い
て
検

討
・
分
析
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
日
本
側
の
調
査
・
検
討
は
、
今
目
、
そ
れ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

筆
者
も
若
干
の
小
稿
を
重
ね
つ
つ
あ
る
。
困
惑
す
る
の
は
、
む
し
ろ
、
中
国
側
の
場

合
で
あ
る
。
即
ち
、
中
国
に
お
い
て
は
、
文
言
文
と
口
語
と
の
間
に
懸
隔
が
あ
り
、

文
言
文
に
は
助
数
詞
が
多
く
用
い
ら
れ
な
い
と
い
う
事
清
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

は
、
こ
れ
ま
で
に
も
い
わ
れ
て
き
た
問
題
で
あ
り
、
助
数
詞
研
究
上
の
大
き
な
障
壁

と
な
っ
て
い
る
。

　
目
　
「
助
数
詞
」
と
は
、
目
本
語
に
お
け
る
文
法
用
語
で
あ
る
。
中
国
に
お
げ
る

こ
の
種
の
語
群
は
、
「
量
詞
」
、
ま
た
、
「
類
別
詞
」
「
陪
伴
詞
」
「
単
位
名
」
「
形
体
詞
」
、

そ
の
他
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
定
義
な
り
用
法
な
り

に
つ
い
て
は
、
研
究
者
に
よ
り
多
少
の
差
異
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
両
者
の
間
に
お
け

る
大
き
な
違
い
は
、
目
本
語
の
助
数
詞
が
も
っ
ぱ
ら
数
詞
の
下
に
つ
い
て
「
一
冊
」

「
二
頭
」
「
三
匹
」
と
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
、
中
国
語
の
場
合
は
、
指
示
代
名
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

が
名
詞
を
修
飾
す
る
と
き
に
も
、
「
這
本
書
」
一
こ
の
本
）
「
那
頭
牛
」
一
あ
の
牛
）
の

よ
う
に
用
い
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

　
中
国
と
目
本
と
で
は
、
言
語
は
根
本
的
に
相
違
す
る
、
文
法
、
音
韻
、
語
彙
な
ど

は
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
体
系
を
な
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
以
下
に
は
、
中
国
側
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

情
を
尊
重
し
、
こ
の
種
の
語
群
を
「
量
詞
一
憲
轟
9
」
と
称
呼
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
量
詞
に
つ
き
、
牛
島
徳
次
著
『
漢
語
文
法
論
一
古
代
編
）
』
（
昭
和
四
二
年
一
月
、

大
修
館
書
店
）
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
（
抄
出
す
る
）
。

　
　
　
1
　
物
量
詞
一
個
体
そ
の
も
の
の
量
を
表
す
も
の
）

　
　
　
　
H
　
単
位
量
一
度
量
衡
の
単
位
を
表
す
も
の
）

　
　
　
　
　
1
）
長
さ
　
　
丈
　
尺
　
寸
　
分

　
　
　
　
　
2
　
容
積
　
　
斗
　
斜
　
石
　
鍾
　
　
一
乗
　
釜
　
庚
）

　
　
　
　
　
3
重
さ
　
鉄
両
斤
鉤
石

　
　
　
　
　
4
　
地
積
　
　
畝
　
頃

　
　
　
　
　
5
　
時
間
　
　
年
　
歳
　
載
　
月
　
甘

　
　
　
　
　
6
　
貨
幣
　
　
銭
　
金
　
鐙
一
貫
）

○
　
類
別
語
一
特
定
の
個
体
の
類
別
を
表
す
も
の
）

　
ω
　
数
量
値
が
名
詞
の
あ
と
に
お
か
れ
る
形
（
「
羊
十
萬
頭
」

の
形
）

sokyu



3

　
　
　
　
　
　
A
　
単
数
を
表
す
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枚
　
介
、
口
　
頭
、
被
　
具
　
領
　
襲
、
坂
　
顔
　
孟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
占
車
、
皮
章
純
撮
齊
級

　
　
　
　
　
　
B
　
複
数
を
表
す
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鶴
又
駆
　
旅
　
蹄
・
蹄
角

　
　
　
　
　
②
　
数
量
値
が
名
詞
の
前
に
お
か
れ
る
形
（
「
千
足
羊
」
の
形
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
梧
后
樹
足
杯
編
封
巻

　
　
　
　
　
③
　
前
二
者
の
形
を
混
用
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
匹
・
疋
　
両
　
乗

　
　
　
皿
　
動
量
詞
（
個
体
の
運
動
の
回
数
を
表
す
も
の
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
輩
曹
反
匝
重
・
合
閨

　
右
は
『
史
記
』
、
お
よ
び
、
『
漢
書
』
に
お
け
る
量
詞
、
ま
た
、
そ
の
分
類
で
あ
っ

て
、
こ
れ
が
他
の
資
料
に
も
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
漢
代
（
紀
元
前
二
世
紀
s
紀
元
二
世
紀
）
の
漢
語
に
つ
い
て
の
分
類
方
法
と
し

て
、
本
稿
の
以
下
と
も
密
接
に
関
係
し
て
こ
よ
う
。
但
し
、
本
稿
の
検
討
対
象
と
す

る
の
は
、
右
の
内
、
1
の
目
（
類
別
語
）
、
お
よ
び
、
皿
（
動
量
詞
）
の
都
分
で
あ

る
。　

四
　
さ
て
、
中
国
古
代
の
文
言
文
に
は
量
詞
が
省
略
さ
れ
、
用
い
ら
れ
な
い
と
す

れ
ば
、
文
言
文
資
料
に
よ
る
量
詞
研
究
は
非
常
に
難
し
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
困
難
な
情
況
下
に
あ
り
な
が
ら
、
一
九
六
五
年
六
月
、
劉
世
儒
氏
の
『
魏

晋
南
北
朝
量
詞
研
究
』
一
中
華
書
局
、
二
七
七
頁
）
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

蜀
魏
か
ら
晴
唐
に
お
け
る
様
々
な
文
言
文
よ
り
用
例
を
収
集
し
て
成
っ
た
も
の
で
、

量
詞
研
究
史
上
、
特
記
さ
れ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
稿
も
多
大
の
恩
恵
を
蒙
っ

た
。
但
し
、
本
書
は
、
魏
晋
南
北
朝
（
三
世
紀
s
六
世
紀
）
を
主
と
す
る
も
の
で
、

　
　
　
　
　
　
居
延
簡
煩
資
料
に
お
け
る
量
詞
の
考
察
（
三
保
）

そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
、
即
ち
、
量
詞
の
、
よ
り
本
来
的
、
よ
り
初
源
的
様
相
に
つ

い
て
は
、
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
論
述
の
”
資
料
”

と
さ
れ
た
「
主
要
引
用
書
」
は
五
三
点
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
『
漢
魏
叢
書
』
（
二

一
点
）
、
お
よ
び
、
『
四
都
備
要
』
一
七
点
）
、
『
叢
書
集
成
』
一
二
点
）
以
下
、
後
代
の

編
纂
物
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
止
む
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
編
纂
書
、

し
か
も
、
菱
代
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
言
語
資
料
と
し
て
の
信
用
性
を
欠

く
憾
み
が
生
じ
よ
ヶ
。
「
附
帯
引
用
書
（
挙
要
）
」
の
内
に
は
、
漢
簡
資
料
と
し
て
労

斡
氏
の
『
居
延
漢
簡
考
釈
』
一
鉛
印
本
）
が
み
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
こ
れ
で
間
題

　
　
一
8
）

が
あ
る
。

　
劉
氏
の
研
究
年
代
を
湖
り
、
量
詞
の
初
源
的
、
か
つ
、
具
体
的
な
様
相
を
求
め
る

こ
と
、
ま
た
、
で
き
る
か
ぎ
り
後
代
人
の
手
の
入
ら
な
い
資
料
を
用
い
る
こ
と
、
こ

の
二
つ
の
条
件
に
か
な
う
も
の
と
し
て
は
、
漢
代
の
簡
頼
資
料
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

点
数
は
少
い
が
、
戦
国
時
代
、
秦
代
の
竹
簡
類
も
十
分
の
資
料
性
を
備
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
簡
蹟
資
料
は
、
多
く
、
近
年
の
発
掘
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。

　
漢
代
よ
り
後
の
量
詞
に
つ
い
て
も
、
簡
蹟
類
の
資
料
価
値
は
高
い
。
就
中
、
吐
魯

番
（
↓
員
｛
彗
）
出
土
文
書
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
か
つ
て
の
高
昌
国
に
関

わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
何
分
に
も
紀
元
三
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
の
大
文
書
群

で
あ
り
（
従
っ
て
、
紙
本
文
書
も
多
い
）
、
収
集
で
き
る
量
詞
の
用
例
は
少
く
な
い

の
で
あ
る
。

　
簡
蹟
資
料
は
文
字
で
書
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
こ
れ
も
ま
た
”
文
言

（
9
一

文
舌
典
語
文
一
”
で
あ
る
。
文
言
文
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
あ
る
部
分
に

は
、
量
詞
は
、
比
較
的
多
く
み
え
て
い
る
。
そ
の
用
例
数
は
多
く
、
用
法
上
に
も
注

意
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
言
文
と
相
違
す
る
と
こ
ろ
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
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居
延
簡
煩
資
料
に
お
げ
る
量
詞
の
考
察
（
三
保
一

ら
が
典
籍
類
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
れ
ら
は
公
私
の
文
書
、
即
ち
、

わ
が
国
に
い
う
”
古
文
書
”
の
類
を
主
と
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
古
文
書
は
、
一

般
の
典
籍
一
著
述
、
編
纂
物
）
、
お
よ
び
、
記
録
・
日
記
の
類
と
性
質
が
異
り
、
「
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
0
一

出
者
が
特
定
の
受
取
者
に
対
し
、
意
志
・
用
件
な
ど
を
伝
え
る
た
め
に
作
成
」
さ
れ

る
も
の
で
、
「
其
の
作
成
の
方
法
、
其
の
材
料
、
其
の
文
章
等
種
々
の
点
に
亘
つ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
一

他
の
文
献
よ
り
も
遥
か
に
複
雑
し
た
性
質
を
具
へ
て
ゐ
る
ピ
と
さ
れ
る
。
他
の
文

言
文
に
み
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
量
詞
の
多
用
の
間
題
も
、
こ
れ
が
”
古
文
書
”
で
あ

る
と
こ
ろ
か
ら
の
こ
と
と
み
う
け
ら
れ
る
。

　
簡
蹟
資
料
は
、
そ
α
多
く
が
断
簡
零
墨
で
あ
る
。
冊
書
の
も
と
の
姿
を
と
ど
め
て

い
る
も
の
、
あ
る
い
は
、
冊
書
に
復
原
可
能
な
も
の
な
ど
は
、
極
め
て
ま
れ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
2
）

こ
の
点
が
、
言
語
資
料
と
し
て
の
最
大
の
弱
点
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
阿
と
い
っ
て

も
、
こ
れ
ら
は
当
時
の
生
の
姿
を
伝
え
る
第
一
等
資
料
で
あ
る
。
文
字
・
言
冒
語
の
年

代
性
、
地
方
性
（
出
土
地
点
）
、
あ
る
い
は
、
そ
の
信
用
性
の
面
に
お
い
て
は
、
他

者
の
追
随
を
許
さ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
簡
蹟
資
料
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
。
以
下
に
は
、
「
簡
蹟
」
そ
の
他
の
用

語
を
次
の
よ
う
に
し
て
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
ω
　
書
写
材
料
と
し
て
の
竹
製
や
木
製
の
ふ
だ
、
ま
た
、
板
を
総
称
し
て
「
簡

　
　
　
績
」
と
い
う
。

　
　
㈲
　
本
来
、
材
質
面
か
ら
、
「
簡
」
は
竹
簡
、
「
蹟
」
は
木
蹟
と
使
い
分
け
ら
れ
、

　
　
　
ま
た
別
に
は
形
態
面
か
ら
、
「
簡
」
は
ふ
だ
、
「
蹟
」
は
幅
の
広
い
板
と
し

　
　
　
て
区
別
さ
れ
て
い
た
（
説
文
）
。
し
か
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
混
乱
し
や
す
い

　
　
　
の
で
、
竹
製
の
ふ
だ
を
「
竹
簡
」
、
木
製
の
ふ
だ
を
「
木
簡
」
、
ふ
だ
状
の

　
　
　
形
態
の
も
の
を
「
簡
」
、
板
状
の
そ
れ
を
「
木
蹟
」
と
い
う
。

　
　
り
　
但
し
、
先
行
す
る
文
献
に
お
け
る
用
語
は
、
そ
の
ま
ま
利
用
せ
ざ
る
を
得

o二
な
い
こ
と
も
あ
る
。

　
墓
葬
出
土
の
随
葬
品
リ
ス
ト
の
内
、
冊
書
に
よ
る
も
の
は
「
遣
策
」
と
称

す
る
。
冊
書
で
な
く
、
木
簡
、
木
蹟
、
木
方
、
石
刻
な
ど
に
よ
る
も
の
は
、

「
木
方
」
、
あ
る
い
は
、
「
照
方
」
、
ま
た
は
、
「
衣
物
券
」
「
従
器
志
」
そ
の

他
の
称
呼
に
よ
る
が
、
内
容
上
、
遣
策
と
同
類
の
も
の
と
い
う
意
味
で
「
一
遣

策
）
」
と
称
す
る
こ
と
が
あ
る
。

今
回
の
基
礎
的
研
究
の
資
料
と
す
る
簡
蹟
類
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

　
峰
燧
遺
趾
出
土
簡
蹟

　
一
　
居
延
簡
蹟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甘
粛
省
　
前
漢
　
中
後
期
他

　
二
　
敦
煙
簡
蹟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甘
粛
省
　
前
漢
　
中
後
期
他

　
三
　
楼
蘭
簡
蹟
・
残
紙
　
　
　
　
　
　
　
嫡
蝿
雛
酷
　
西
晋
・
三
∫
四
世
紀

　
墓
葬
出
土
簡
蹟

A
　
戦
国
時
代
・
秦
代
の
簡
蹟

　
一
　
長
沙
五
里
牌
四
〇
六
号
墓
竹
簡
　
　
湖
南
省
　
戦
国
中
期
以
後

　
二
　
長
沙
仰
天
湖
戦
国
墓
竹
簡
　
　
　
　
湖
南
省
　
戦
国
中
期
以
後

　
三
．
睡
虎
地
一
一
号
秦
墓
竹
簡
　
　
　
　
湖
北
省
　
蝸
艘
望
巧
幹
一

B
　
漢
代
の
簡
蹟

　
一
　
馬
王
堆
一
号
漢
墓
竹
簡
　
　
　
　
　
湖
南
省
　
前
漢
・
初
期

　
　
付
、
　
同
三
号
漢
墓
木
蹟

六五四三二
雲
夢
漢
墓
木
簡
一
木
方
一

江
陵
鳳
鳳
山
八
号
漢
墓
竹
簡

　
同
　
　
一
〇
号
漢
墓
木
蹟

　
同
　
一
六
七
号
漢
墓
木
簡

　
同
　
ニ
ハ
八
号
漢
墓
竹
蹟

湖
北
省
　
前
漢
・
初
期

湖
北
省
　
前
漢
・
初
期
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三四

士十九八七
貴
県
羅
泊
湾
一
号
漢
墓
簡
蹟

連
雲
港
侍
其
鎌
墓
木
蹟
一
木
方
一

連
雲
港
雷
賀
墓
木
蹟
一
木
方
一

連
雲
港
網
踵
荘
漢
墓
木
蹟
表
物
券
一

膏
浦
一
〇
一
号
漢
墓
簡
蹟

C
　
三
国
時
代
・
晋
代
の
簡
蹟

　
一
　
南
昌
高
栄
墓
簡
蹟
一
木
方
一

　
二
　
南
昌
呉
応
墓
簡
蹟
一
木
方
一

　
三
　
長
沙
晋
周
芳
命
妻
溝
氏
墓
石
刻

付
、
漢
代
の
医
書

　
一
　
馬
王
堆
三
号
漢
墓
串
書
一
五
士
一
病
方
一

　
二
　
武
威
早
灘
披
後
漢
墓
簡
蹟

　
吐
魯
番
出
土
文
書
（
簡
蹟
・
紙
本
）

　
参
考

A
　
戦
国
時
代
以
前
の
墓
葬
出
土
簡
蹟

七六五四三二一
江
陵
藤
店
一
号
墓
竹
簡

随
播
鼓
壊
一
号
墓
竹
簡

信
陽
長
台
関
一
号
墓
竹
簡

江
陵
望
山
二
号
墓
竹
簡

青
川
那
家
坪
五
〇
号
墓
木
蹟

江
陵
天
星
観
一
号
墓
竹
簡

長
沙
楊
家
湾
戦
国
墓
竹
簡

漢
代
の
墓
葬
出
土
簡
頼

　
江
陵
張
家
山
二
四
七
号
漢
墓
竹
簡

広
西
省

江
蘇
省

江
蘇
省

江
蘇
省

江
蘇
省

湖
北
省

江
西
省

湖
南
省

湖
南
省

甘
粛
省

新
彊
維
吾

ホ
自
治
区

湖
北
省

湖
北
省

河
南
省

湖
北
省

四
川
省

湖
北
省

湖
南
省

前
漢
・
初
期

前
漢
・
中
晩
期

前
漢
・
晩
期

前
漢
末
s
後
漢
初
期

前
漢
・
晩
期

呉
中
　
　
嘉
禾
年
間

期
二
一
．
三
、
．
ご
、
一
八
年
一

西
晋
・
初
期

東
晋
・
計
評
㌻
許
一

前
漢
・
酵
一
た
拝
一

後
漢
・
前
期

三
∫
八
世
紀

前
四
四
八
、
四
＝
一
年

前
四
三
三
年
頃

戦
国
早
期

戦
国
早
瑚

前
三
〇
六
年
前
後

前
三
六
一
⊥
二
四
〇
年
頃

戦
国
中
期
以
後

湖
北
省
　
前
漢
・
前
期

居
延
簡
頼
資
料
に
お
け
る
量
詞
の
考
察
一
三
保
一

　
　
　
　
二
　
阜
陽
双
古
堆
一
号
漢
墓
簡
頼
　
　
　
安
徽
省
　
前
漢
・
前
期

　
　
　
　
三
　
臨
折
銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
　
　
　
　
　
山
東
省
　
前
漢
・
中
期

　
　
　
　
四
　
光
化
五
座
墳
三
号
漢
墓
竹
簡
　
　
　
湖
北
省
　
前
漢
・
中
期

　
　
　
　
五
　
那
江
胡
場
王
奉
世
墓
木
蹟
　
　
　
　
湖
北
省
　
前
漢
・
晩
期

　
　
　
　
六
　
大
通
上
孫
家
案
一
一
五
号
漢
墓
木
簡
青
海
省
　
前
漢
・
晩
期

　
　
　
　
七
　
定
県
八
角
廊
四
〇
号
漢
墓
竹
簡
　
　
河
北
省
　
前
漢
・
晩
期

　
　
　
　
八
　
塩
域
県
三
羊
撤
一
号
漢
墓
木
簡
　
　
江
蘇
省
　
前
漢
・
晩
期

　
　
　
　
九
　
肝
胎
東
陽
漢
墓
木
札
　
　
　
　
　
　
湖
北
省
　
新

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
㎎
一

　
右
に
つ
い
て
は
先
に
も
述
べ
た
が
、
一
都
、
排
列
を
改
め
た
。
簡
蹟
資
料
の
内
に

は
典
籍
類
も
み
え
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
従
来
の
文
言
文
と
ほ
ぼ
同
質
の
も
の
で

あ
り
、
よ
っ
て
、
量
詞
の
出
現
は
期
待
で
き
な
い
の
で
検
討
の
対
象
か
ら
外
し
た
。

但
し
、
医
書
、
お
よ
び
、
一
部
の
法
律
書
の
場
合
は
、
ま
ま
、
数
量
表
現
が
み
え
る

の
で
、
こ
れ
を
対
象
内
に
入
れ
た
。
資
料
そ
れ
ぞ
れ
の
概
要
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

　
な
お
、
大
庭
脩
氏
に
よ
れ
ば
、
今
日
に
出
土
し
て
い
る
簡
蹟
類
は
次
の
よ
う
な
二

類
に
分
か
れ
る
。

　
　
ω
　
今
世
紀
前
半
、
漢
代
西
北
辺
境
の
防
衛
線
の
遺
跡
で
発
見
さ
れ
た
簡
蹟
類
。

　
　
　
簡
蹟
そ
の
も
の
が
不
要
と
な
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
か
、
防
塞
そ
の
も
の
が
不
要

　
　
　
に
な
っ
て
廃
棄
さ
れ
た
か
が
原
因
で
、
廃
棄
物
一
簡
臓
類
一
が
偶
然
今
目
ま
で

　
　
　
残
っ
た
も
の
。

　
　
②
　
今
世
紀
後
半
、
墳
墓
の
中
か
ら
副
葬
品
と
し
て
出
土
し
た
簡
蹟
類
。
墓
主

　
　
　
の
冥
界
で
の
生
活
に
必
要
な
も
の
の
一
つ
と
し
て
意
図
的
に
入
れ
ら
れ
た
も

　
　
　
の
で
、
二
千
年
の
年
月
の
間
に
土
に
帰
す
る
か
、
偶
然
発
掘
さ
れ
る
か
は
意

　
　
　
図
の
外
で
あ
る
が
、
残
さ
る
べ
く
し
て
残
っ
た
も
の
。
内
容
か
ら
い
え
ば
、
墓

　
　
　
主
が
生
前
愛
用
し
た
書
物
、
副
葬
品
の
リ
ス
ト
で
あ
る
遺
策
又
は
賭
方
な
ど
。
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居
廷
簡
蹟
資
料
に
お
け
る
量
詞
の
考
察
（
三
保
一

　
こ
の
ω
に
相
当
す
る
の
が
「
一
　
峰
燧
遺
趾
出
土
簡
蹟
」
で
あ
り
、
そ
の
②
に
相

当
す
る
の
が
〕
一
墓
葬
出
土
簡
蹟
」
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

　
内
　
以
上
は
、
中
国
古
代
簡
蹟
資
料
に
お
け
る
量
詞
の
考
察
を
行
う
に
当
っ
て
の

前
置
き
で
あ
る
。
以
下
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
量
詞
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
何
と
い
っ
て
も
紙
数
に
制
約
が
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は
、

「
一
　
峰
燧
遺
趾
出
土
簡
蹟
」
の
内
の
「
居
延
簡
蹟
」
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
一

る
。
な
お
、
「
敦
煙
簡
蹟
」
に
つ
い
て
は
別
に
述
べ
た
。

蜂
燧
遺
趾
出
土
簡
憤

居
　
延

概
　
要

蹟

　
一
九
三
〇
年
か
ら
三
一
年
に
か
け
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ソ
の
ス
ウ
ェ
ソ
・
ヘ
デ
ィ
ン

（
ω
く
8
葭
＆
ぎ
）
氏
の
率
い
る
西
北
科
学
考
査
団
の
団
員
フ
ォ
ル
ク
・
ベ
ル
グ
マ
ン

（
句
◎
寿
困
雪
閑
昌
竃
）
氏
に
よ
り
、
甘
粛
省
の
北
西
、
エ
チ
ナ
（
額
済
納
）
河
下
流
の

沿
岸
、
カ
ラ
・
ホ
ト
一
黒
域
）
や
居
延
海
一
帯
の
漢
代
の
遺
跡
群
か
ら
約
一
万
点
の

簡
蹟
類
が
発
見
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
九
七
三
年
か
ら
七
四
年
に
か
げ
て
の
甘
粛
省
博

物
館
を
中
心
と
す
る
調
査
で
は
、
破
城
子
一
ぴ
糾
げ
打
〃
8
氏
肋
鰯
査
）
な
ど
三
ケ
所
の
遺
跡

か
ら
一
九
、
六
三
七
点
の
簡
蹟
類
が
発
見
さ
れ
た
。

　
漢
代
に
は
、
カ
ラ
・
ホ
ト
付
近
は
張
抜
郡
に
属
し
、
居
延
県
域
が
置
か
れ
て
い
た
。

居
延
都
尉
の
治
所
で
も
あ
り
、
南
侵
を
計
る
旬
奴
に
対
す
る
前
線
基
地
と
さ
れ
て
い

た
。
エ
チ
ナ
河
沿
岸
に
は
大
小
の
軍
事
基
地
・
施
設
が
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
た
よ
う

で
、
こ
れ
ら
の
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
る
簡
蹟
類
は
「
居
延
漢
簡
」
と
も
称
さ
れ
る
。

　
簡
蹟
類
の
大
き
さ
は
、
長
短
・
大
小
さ
ま
ざ
ま
で
簡
単
に
記
せ
な
い
が
、
長
さ
二

三
セ
ソ
チ
前
後
一
漢
代
の
一
尺
1
1
約
二
三
セ
ソ
チ
）
、
幅
一
．
一
セ
ン
チ
前
後
の
も

の
、
ま
た
、
長
さ
の
そ
の
倍
の
も
の
、
あ
る
い
は
、
幅
の
そ
の
倍
の
も
の
、
そ
の
他
、

各
種
が
あ
る
。
形
制
に
は
、
冊
書
、
検
、
符
、
褐
、
そ
の
他
が
あ
り
、
書
体
に
は
、

古
隷
、
八
分
、
草
隷
、
草
書
、
行
書
な
ど
が
み
え
て
い
る
。

　
居
延
簡
蹟
は
、
一
口
に
は
西
北
辺
境
峰
燧
関
係
資
料
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
労
幹

氏
『
居
延
漢
簡
考
釈
　
釈
文
之
部
』
（
後
掲
）
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
、
文
書
、
簿

録
、
信
札
、
経
籍
、
雑
類
に
分
類
さ
れ
、
そ
の
文
書
は
、
さ
ら
に
、
書
撤
、
封
検
、

符
券
、
刑
訟
の
四
類
に
、
ま
た
、
簿
録
は
、
峰
燧
、
戌
役
、
疾
病
死
傷
、
銭
穀
、
器

物
、
車
馬
、
酒
食
、
名
籍
、
資
績
、
簿
検
、
計
簿
、
雑
簿
の
十
二
類
に
分
類
さ
れ
る

と
い
う
。
わ
が
国
で
は
、
ま
た
、
永
田
英
正
氏
（
菱
掲
）
に
よ
る
新
し
い
詳
細
な
分

類
・
整
理
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
。

　
居
延
簡
蹟
の
年
代
性
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
ま
ず
、
一
九
三
〇
、
三
一
年
次
の

場
合
、
そ
の
簡
中
に
み
え
る
年
号
の
内
、
最
も
古
い
も
の
は
左
記
で
あ
る
。
以
下
、

引
用
の
本
文
は
、
謝
桂
華
・
他
著
『
居
延
漢
簡
釈
文
合
校
』
（
後
掲
）
に
よ
る
。
但

し
、
他
氏
の
釈
文
を
参
照
し
な
が
ら
中
国
簡
体
字
を
改
め
る
。
ま
た
、
用
例
の
□
印

は
未
だ
釈
定
で
き
な
い
字
、
口
は
上
下
に
欠
失
の
字
が
あ
っ
て
そ
の
字
数
の
実
ま
ら

な
い
こ
と
、
園
印
は
簡
端
に
花
紋
が
あ
る
こ
と
を
、
／
印
は
改
行
を
意
味
す
る
。
用

例
の
末
尾
の
数
字
は
簡
の
番
号
で
、
こ
の
内
、
上
の
数
字
は
ベ
ル
グ
マ
ソ
氏
の
採
集

袋
の
番
号
（
発
掘
地
点
）
、
下
の
数
字
は
同
一
袋
内
の
整
理
番
号
を
示
す
。

　
　
延
寿
酒
太
初
三
年
中
父
一
又
カ
一
以
負
馬
田
敦
煙
延
寿
與
／
父
倶
来
田
事
已
（
舳

　
　
　
　
　
3

　
　
・
2
3
，
O
・
3
9
）

　
　
　
　
　
3

sokyu



7

　
同
一
の
簡
が
二
枚
出
た
よ
う
だ
が
、
こ
れ
は
、
武
帝
太
初
三
年
（
紀
元
前
一
〇
二
年
）

の
こ
と
を
後
に
回
顧
し
て
書
い
た
も
の
と
さ
れ
る
（
文
意
、
延
寿
は
太
初
三
年
に
馬

を
借
り
て
敦
煙
で
田
作
し
、
云
々
）
。

　
続
く
太
始
二
年
（
紀
元
前
九
五
年
）
の
紀
年
簡
（
9
0
・
1
1
）
も
や
や
後
に
書
い
た
も

の
と
さ
れ
る
が
、
征
和
三
年
（
同
九
〇
年
）
の
も
の
（
7
5
・
2
0
，
7
3
・
2
2
、
他
）
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∩
6
　
　
　
　
　
　
　
＾
ソ
“

る
と
、
そ
の
年
次
は
確
実
の
よ
う
で
あ
り
、
以
後
、
後
漢
の
光
武
帝
の
建
武
七
年
（
紀

元
…
年
）
ま
で
の
も
の
が
続
く
。
ま
た
、
こ
れ
に
六
十
ニ
ケ
年
の
空
白
を
お
い
て
和

帝
の
永
元
五
年
か
ら
十
年
（
紀
元
九
一
一
丁
九
八
年
）
に
お
け
る
七
十
七
枚
の
木
簡
を
綴
合

　
　
　
　
　
8

し
た
冊
書
一
2
・
1
）
も
あ
る
。
こ
う
し
た
内
で
も
、
多
い
の
は
前
漢
の
昭
帝
、
宣

　
　
　
　
　
－

帝
、
元
帝
、
成
帝
の
頃
の
木
簡
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
一
九
七
三
、
七
四
年
次
の
場
合
は
、
武
帝
の
元
朔
元
年
（
紀
元
前
≡
八
年
）
の
紀

年
簡
が
最
も
古
く
一
但
し
、
こ
れ
は
習
書
の
簡
ら
し
い
）
、
次
い
で
、
元
狩
四
年
（
同

二
九
年
）
、
天
漢
二
年
（
同
九
九
年
）
、
太
始
二
年
，
（
同
九
一
年
）
な
ど
の
紀
年
簡
が
み
え

て
い
る
。
下
限
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
は
、
後
漢
光
武
帝
の
建
武
三
年
（
紀
元
二
七
年
）

の
紀
年
簡
が
あ
る
。

　
報
告
書
・
研
究
書

　
一
九
三
〇
、
三
一
年
次
の
居
延
簡
蹟
の
釈
文
、
図
版
の
公
刊
を
行
っ
た
主
な
も
の

と
し
て
次
が
あ
る
。

　
○
労
幹
著
『
居
延
漢
簡
考
釈
　
釈
文
之
部
』
、
一
九
四
三
年
六
月
、
四
川
南
渓
県

　
　
李
荘
石
印
本
、
線
装
、
釈
文
四
冊
、
考
証
二
冊
。
一
九
四
九
年
一
一
月
、
上
海

　
　
商
務
印
書
館
鉛
印
本
、
平
装
二
冊
、
国
立
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
専
刊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
之
2
1
、
考
証
の
都
は
未
刊
ら
し
い
。

　
○
労
幹
著
『
居
延
漢
簡
　
図
版
之
部
』
、
一
九
五
七
年
、
台
北
、
中
央
研
究
院
歴

　
　
史
語
言
研
究
所
刊
、
図
版
六
〇
五
頁
、
解
説
二
一
頁
、
同
研
究
所
専
刊
之
2
1
。

居
廷
簡
蹟
資
料
に
お
け
る
量
詞
の
考
察
（
三
保
）

　
○
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所
編
『
居
延
漢
簡
甲
編
』
一
考
古
学
専
刊
乙
種
八
号
）
、

　
　
一
九
五
九
年
七
月
、
科
学
出
版
杜
。

　
○
労
幹
著
『
居
延
漢
簡
　
考
釈
之
部
』
一
台
北
重
訂
本
）
、
一
九
六
〇
年
四
月
、
台

　
　
北
、
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
刊
、
釈
文
二
四
〇
頁
、
「
考
証
」
七
六
頁

　
　
（
図
版
と
も
）
、
同
研
究
所
専
刊
之
四
十
。
ト
耽
け
赫
牌
ガ
哺
へ
「
酬
鯛
」
ポ
淋
砒
牒
繍
杖
↑
・
四

　
〇
睾
庁
ブ
～
①
－
　
■
o
①
考
①
。
．
肉
①
o
o
『
｛
ω
　
◎
｛
　
｝
印
■
　
＞
｛
昌
μ
■
げ
芹
曽
巨
◎
箏
、
、
N
　
く
◎
－
ω
．
O
～
目
－
1

　
　
げ
ユ
緒
①
；
ミ
．

　
○
中
国
杜
会
科
学
院
考
古
研
究
所
編
『
居
延
漢
簡
甲
乙
編
』
一
考
古
学
専
刊
乙
種

　
　
ニ
ハ
号
）
、
二
冊
、
一
九
八
○
年
七
月
、
中
華
書
局
、
こ
の
内
の
「
甲
編
」
は

　
　
一
九
五
九
年
版
と
同
じ
。

　
○
馬
先
醒
等
編
『
居
延
漢
簡
新
編
ω
』
、
『
簡
腰
学
報
』
九
、
簡
蹟
学
会
、
一
九
八

　
　
一
年
。

　
○
陳
直
著
『
居
延
漢
簡
研
究
』
、
一
九
八
六
年
五
月
、
八
八
一
頁
、
一
九
八
六
年

　
　
五
月
、
天
津
古
籍
出
版
杜
、
本
書
の
自
序
は
一
九
六
二
年
五
月
、
労
幹
氏
の
「
居

　
　
延
漢
簡
釈
文
」
商
務
印
書
館
本
に
基
く
。

　
○
謝
桂
華
・
李
均
明
・
朱
国
畑
編
『
居
延
漢
簡
釈
文
合
校
』
、
上
下
二
冊
、
八
九

　
　
五
頁
、
一
九
八
七
年
一
月
、
文
物
出
版
杜
、
右
の
『
甲
乙
編
』
一
一
九
八
○
年
）
、
『
甲

　
　
編
』
（
一
九
五
九
年
）
、
労
斡
氏
『
考
釈
』
台
北
重
訂
本
（
一
九
六
〇
年
）
に
つ
い
て
釈
文

　
　
の
校
合
を
行
っ
た
も
の
。

　
居
延
簡
蹟
に
つ
い
て
の
研
究
論
文
は
少
く
な
い
。
今
は
次
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
る
。

　
○
永
田
英
正
「
居
廷
漢
簡
の
集
成
一
、
二
」
、
『
東
方
学
報
』
京
都
四
六
、
四
七
冊
、

　
　
一
九
七
四
年
。
「
（
同
集
成
）
三
」
、
同
誌
京
都
五
一
冊
、
一
九
七
九
年
。

　
右
は
、
同
氏
著
『
居
延
漢
簡
の
研
究
』
（
東
洋
史
研
究
叢
刊
之
四
十
一
、
一
九
八

九
年
一
〇
月
、
同
朋
舎
出
版
）
の
第
－
部
に
収
め
ら
れ
た
。

sokyu
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居
廷
簡
蹟
資
料
に
お
け
る
量
詞
の
考
察
（
三
保
一

　
居
延
簡
蹟
ば
、
書
法
の
源
流
を
探
り
、
そ
の
変
遷
を
た
ど
る
上
で
も
貴
重
な
資
料

と
な
っ
て
お
り
、
次
の
よ
う
な
写
真
版
（
図
版
）
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。

　
○
書
跡
名
品
叢
刊
『
木
簡
残
紙
集
1
』
、
一
九
六
三
年
七
月
初
版
、
二
玄
杜
。

　
○
同
『
ぺ
同
一
2
』
、
同
年
九
月
初
版
、
同
杜
刊
、
永
元
の
冊
書
を
収
め
る
。

　
○
小
山
天
舟
編
『
居
延
木
簡
』
、
一
九
七
二
年
、
目
本
教
育
書
道
連
盟
。

　
　
書
評
、
大
庭
脩
、
『
史
泉
』
四
七
、
一
九
七
三
年
九
月
。

　
○
赤
井
清
美
編
『
書
道
資
料
集
成
一
第
一
期
一
漢
簡
』
全
一
二
巻
の
内
『
居
延
漢

　
　
簡
』
八
巻
、
一
九
七
五
年
一
〇
月
、
七
六
年
二
一
月
、
東
京
堂
出
版
。

　
○
宇
野
雪
村
著
・
太
庭
脩
解
説
『
木
簡
の
書
』
、
一
九
八
九
年
一
二
月
、
同
朋
舎

　
　
出
版
。
居
延
簡
蹟
の
内
よ
り
書
的
に
興
味
深
い
も
の
一
二
〇
点
を
収
め
る
。

　
一
九
七
三
、
七
四
年
に
発
見
さ
れ
た
据
延
簡
蹟
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
発
掘
報

告
、
研
究
が
あ
る
。
だ
が
、
全
体
的
な
図
版
・
釈
文
の
公
表
は
未
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　
○
甘
粛
居
延
考
古
隊
「
居
延
漢
代
遺
杜
的
発
掘
和
新
出
土
的
簡
冊
文
物
」
、
『
文
物
』

　
　
一
九
七
八
年
第
一
期
。
一
関
連
す
る
論
文
も
同
誌
に
あ
り
）

　
○
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
・
甘
粛
省
博
物
館
・
文
化
都
古
文
献
研
究
室
・
中
国

　
　
杜
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
合
編
『
居
延
新
簡
　
　
甲
渠
侯
官
与
第
四
燧
』
、
一

　
　
九
九
〇
年
八
月
（
予
定
）
、
文
物
出
版
杜
。

二
　
量

詞

　
居
延
簡
蹟
は
、
辺
境
守
備
隊
の
目
常
的
な
業
務
、
お
よ
び
、
そ
の
衣
食
住
に
関
わ

る
帳
簿
・
文
書
類
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
多
様
な
形
体
・
類
別
表
現
、
数
量
表
現
が
み

ら
れ
る
が
、
度
量
衡
な
ど
の
単
位
を
除
い
た
も
の
に
以
下
が
あ
る
。
ま
ず
、
若
干
例

を
引
い
て
様
子
を
み
よ
う
。

ω
　
田
卒
昌
邑
国
那
宜
年
公
士
丁
奉
徳
年
廿
三
　
　
　
　
「
靹
た
哨
領
練
弍
卜
両
　
P
」

　
　
　
3

　
　
一
〇
・
4
0
）

　
　
　
3

　
こ
の
簡
一
§
・
＝
昌
）
は
、
そ
の
上
部
三
分
の
一
に
「
田
卒
－
－
廿
三
」
と
記
さ

れ
、
途
中
、
空
白
を
置
い
て
下
部
三
分
の
一
に
別
筆
で
「
抱
一
領
」
以
下
が
記
入
さ

れ
て
い
る
。
田
卒
に
衣
料
を
支
給
し
た
帳
簿
冊
中
の
一
簡
と
さ
れ
、
末
尾
の
「
P
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
7
一

印
は
受
領
者
の
サ
イ
ソ
ら
し
い
。
公
文
書
で
人
の
名
籍
を
い
う
場
合
は
、
郡
一
国
）

名
・
県
名
・
里
名
を
あ
げ
、
爵
位
あ
ら
ば
爵
位
を
記
し
、
次
い
で
姓
名
・
年
令
を
記

す
。
「
昌
邑
国
」
は
、
武
帝
天
漢
四
年
（
紀
元
前
五
七
年
）
か
ら
昭
帝
元
平
元
年
一
同
七
四
年
）

の
二
十
四
年
間
、
山
陽
郡
一
山
東
省
金
郷
県
西
北
）
を
改
名
し
て
置
か
れ
た
国
、
「
那
」

　
一
1
8
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

は
県
名
、
「
公
士
」
は
漢
の
二
〇
等
爵
中
の
最
低
の
爵
。

　
支
給
品
は
、
「
名
詞
十
数
量
値
一
数
詞
十
量
詞
）
」
と
い
う
形
式
で
列
挙
さ
れ
て
い

る
一
「
数
量
値
」
を
「
数
量
詞
」
「
数
量
節
」
「
数
詞
節
」
と
い
う
人
も
い
る
）
。
こ
の

形
式
は
、
居
延
・
敦
煙
出
土
の
漢
簡
類
に
は
ふ
つ
う
に
み
え
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ

は
同
時
代
の
墓
葬
出
土
の
遣
策
類
で
も
同
様
で
あ
る
一
量
詞
を
伴
わ
な
い
形
式
も
あ

る
、
後
述
一
。
漢
代
以
降
の
文
言
文
で
は
、
数
量
値
を
形
容
詞
的
に
用
い
た
「
数
量

値
十
名
詞
」
と
い
う
形
式
が
多
く
な
り
、
今
日
の
白
話
で
は
、
む
し
ろ
、
こ
の
形
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
一

し
か
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
右
の
形
式
は
、
少
く
と
も
八
世
紀
、
九
世

紀
に
か
け
て
の
帳
簿
・
文
書
類
に
も
み
え
て
い
る
一
別
稿
）
。
こ
れ
が
、
当
時
に
お

け
る
一
般
的
な
用
法
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
は
、
帳
簿
・
文
書
類
に
は
、
こ

と
さ
ら
、
こ
う
い
う
用
法
が
採
用
さ
れ
て
い
た
の
か
、
等
々
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い

て
は
慎
重
に
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
量
詞
そ
の
も
の
の
発
生
、

あ
る
い
は
、
そ
の
展
開
・
発
展
等
の
問
題
と
も
深
く
関
係
し
て
い
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
官
襲
一
領
　
銭
二
百
批

㈲
　
戌
卒
礫
得
安
国
里
母
封
建
国
病
死
　
　
官
給
一
両
　
　
初
元
五
年
士
月
庚
午
朔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
練
一
両
　
　
　
　
庚
辰
令
史
□
ロ
ロ
廿
四
ロ
ロ
ロ



9

　
　
　
7

　
　
（
8
・
2
4
）

　
　
　
2

　
礫
得
県
安
国
里
出
身
の
母
封
建
国
が
、
初
元
五
年
（
紀
元
前
四
四
年
）
十
一
月
庚
午

朔
、
任
地
で
病
死
し
た
の
で
、
そ
の
遺
品
を
整
理
し
た
も
の
ら
し
い
。
官
給
の
襲
・

緒
、
私
物
の
練
な
ど
の
明
細
書
で
、
現
物
と
と
も
に
上
級
官
署
を
経
て
出
身
県
へ
も

発
送
（
返
送
）
さ
れ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

　
右
に
は
、
田
卒
・
戊
卒
の
衣
料
を
列
挙
す
る
簡
蹟
を
例
示
し
た
。
こ
れ
ら
に
お
い

て
は
原
則
的
に
量
詞
が
添
え
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。

り
ー
　
　
広
地
南
部
言
永
元
五
年
六
月
、
官
兵
釜
磧
月
言
簿
、

　
2
承
五
月
除
官
弩
二
張
、
箭
八
十
八
枚
、
釜
一
口
、
瞳
二
合
、

　
3
今
（
㌃
ω
鮮
仰
琳
個
を
）
　
　
　
除
官
弩
二
張
、
箭
八
十
八
枚
、
釜
一
口
、
硅
二
合
、

　
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
具
弩
一
張
、
力
四
石
、
木
関
、

　
5
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陥
堅
羊
頭
銅
鍛
箭
廿
八
枚
、

　
6
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
故
釜
一
口
、
鋸
有
鋼
口
呼
、
長
五
寸
、

　
7
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
磧
一
合
、
上
蓋
嵌
二
所
、
各
大
如
陳
、

　
8
　
　
右
破
胡
隊
一
兵
物

　
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
具
弩
一
張
、
力
四
石
、
五
木
破
、
故
繋
往
々
絶
、

　
1
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妄
矢
銅
鍛
箭
五
十
枚
、

　
1
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
磧
一
合
、
散
壷
不
任
用
、

　
1
2
　
　
右
河
上
隊
一
兵
物

　
1
3
　
　
凡
弩
二
張
、
箭
八
十
八
枚
、
釜
一
口
、
磧
二
合
、
　
母
入
出
、

　
1
4
永
元
五
年
六
月
壬
辰
朔
一
目
壬
辰
、
広
地
南
部

　
1
5
候
長
信
、
叩
頭
死
罪
塾
言
之
、
謹
移
六
月
見
官
兵
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8

　
1
6
月
言
簿
一
編
、
叩
頭
死
罪
塾
言
之
、
　
　
　
　
　
　
　
（
2
・
1
、
首
部
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
右
は
、
七
十
七
点
も
の
木
簡
（
各
簡
§
・
昌
）
の
連
綴
さ
れ
た
永
元
の
冊
書
、
「
兵

　
　
　
　
　
　
居
廷
簡
蹟
資
料
に
お
け
る
量
詞
の
考
察
（
三
保
）

釜
瞳
簿
」
の
首
都
で
あ
る
一
簡
1
か
ら
簡
1
6
ま
で
、
句
読
点
私
意
）
。
こ
の
前
に
「
入

南
書
二
封
据
放
摘
欄
砒
牌
針
仁
醐
針
馳
帥
肚
凱
醐
罐
詣
府
封
完
」
（
閉
・
2
）
の
一
簡
を
置
く
む
き
も

あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
探
ら
な
い
。
簡
1
か
ら
簡
1
3
ま
で
か
帳
簿
一
簿
書
一
、

簡
1
4
か
ら
簡
1
6
ま
で
が
そ
の
送
り
状
一
公
文
）
で
あ
る
。
永
元
五
年
一
紀
元
九
三
年
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
し
う
す

後
漢
和
帝
）
六
月
、
現
有
す
る
官
物
の
兵
器
、
釜
、
瞳
の
状
況
を
報
告
し
た
も
の
で
、

広
地
南
部
候
長
が
上
級
の
広
地
南
部
候
官
に
あ
て
な
文
面
と
な
っ
て
い
る
。
弩
箭
以

下
の
器
物
と
そ
の
数
量
に
は
、
原
則
的
に
量
詞
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
右
は
、
①
永

元
五
年
の
月
言
簿
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
続
い
て
、
②
永
元
五
年
七
月
の
月
言
簿
、
③

永
元
六
年
七
月
の
月
言
簿
、
④
永
元
七
年
正
月
か
ら
三
月
ま
で
の
四
時
簿
、
⑤
永
元

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
0
一

七
年
四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
四
時
簿
が
位
置
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
右

と
同
じ
内
容
（
器
物
の
員
数
、
損
傷
の
情
態
）
が
繰
り
返
さ
れ
、
同
様
の
量
詞
が
み

え
て
い
る
。

　
こ
の
連
綴
さ
れ
た
冊
書
は
、
実
は
、
上
計
簿
作
成
の
た
め
に
必
要
な
部
分
を
つ
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
1
〕

は
ぎ
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
器
物
の
損
傷
情
態
は
、
三
年
た
っ
て
も
一
向

に
改
善
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
こ
う
し
た
詳
細
な
記
帳
や
報
告
書
作
成
が

繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
見
、
惰
性
的
、
形
式
的
な
姿
の
よ
う

に
も
み
う
け
ら
れ
る
。
だ
が
、
「
漢
代
官
僚
組
織
の
常
態
」
の
一
と
し
て
、
「
こ
と
文

書
に
関
す
る
限
り
、
極
め
て
厳
重
な
規
則
が
あ
り
、
し
か
も
、
規
則
通
り
行
な
わ
れ

て
い
た
と
断
じ
て
、
決
し
て
過
言
で
は
な
い
。
」
と
さ
れ
る
一
注
2
1
、
米
田
氏
論
文
）
。

漢
の
帳
簿
行
政
が
い
か
に
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

異
口
同
音
に
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
H
　
量
詞
を
用
い
る
場
合

．
さ
て
、
量
詞
に
つ
き
、
広
く
用
例
を
収
集
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
（
度
量
衡
の
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居
延
簡
煩
資
料
に
お
け
る
量
詞
の
考
察
一
三
保
一

単
位
を
除
く
一
。
但
し
、
「
人
」
「
両
」
「
領
」
、
そ
の
他
、
用
例
の
多
い
も
の
は
一
部

に
と
ど
め
た
。
ま
た
、
校
合
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
間
に
異
同
が
多
く
、
た
め
に
収
集

を
見
送
っ
た
も
の
も
あ
る
。
後
目
、
よ
り
正
確
な
釈
文
が
公
表
さ
れ
た
な
ら
ば
再
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
一
2
2
一

査
し
て
み
た
い
。
語
釈
に
際
し
て
は
、
先
学
の
論
考
を
参
照
し
た
。
、
，
　
、

　
　
　
　
ガ
フ

　
　
ω
　
合

○
　
広
地
南
都
言
永
元
五
年
六
月
官
兵
釜
磧
月
言
簿
／
承
五
月
除
官
弩
二
－
張
箭
八
十

　
　
八
枚
釜
一
口
磧
二
合
一
下
略
）
一
㎜
・
1
）
・
…
－
鯛
閉
礁
”

　
　
　
ギ
ヤ
ウ

　
　
ω
　
茎

○
、
木
二
茎
（
3
8
・
1
8
B
）

　
　
）
　
　
〃

　
　
○
　
　
口

○
釜
一
口
（
㎜
・
1
）
…
－
姑
納
釧
鮎
合
」

　
　
　
　
ク

　
　
ω
　
区

○
　
宅
一
区
万
一
上
下
略
）
（
3
7
・
3
5
一

　
候
長
礼
忠
の
屋
敷
一
ヶ
所
の
評
価
額
一
万
銭
、
の
意
。

　
　
　
　
グ

　
　
㈲
　
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

0
　
口
車
牛
一
両
　
弓
一
具
矢
八
十
二
枚
　
□
（
3
・
3
0
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

0
　
□
糸
捉
絃
二
具
口
（
8
2
・
4
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

　
　
　
　
　
　
　
0

0
　
馬
肢
一
具
（
5
・
3
9
）

　
　
　
　
　
　
　
3

　
　
　
　
　
　
　
　
5

0
　
出
火
遂
二
具
（
O
・
1
0
）

　
　
　
　
　
　
　
　
5

　
「
出
火
遂
嚢
」
は
、
陽
鑓
、
火
鏡
を
い
う
。

○
陳
比
一
具
（
4
1
・
2
0
）

　
「
陳
比
」
は
「
師
比
」
と
よ
ん
で
帯
鉤
（
服
飾
具
）
と
解
す
べ
き
か
と
さ
れ
る
が

一
岡
崎
敬
氏
一
、
櫛
一
く
し
）
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
馬
王
堆
一
号
漢
墓
に
も

「
疎
比
一
具
」
（
簡
…
ハ
一
と
み
え
る
簡
が
あ
る
。
こ
れ
は
硫
と
箆
と
の
一
セ
ッ
ト
を

い
う
も
の
ら
し
い
。

　
　
　
ク
ワ
ン

　
　
㈹
　
巻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

0
　
（
上
略
一
・
出
二
巻
以
給
南
部
候
長
（
3
・
3
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
帳
簿
を
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
他
に
は
「
編
」
を
用
い
て
い
る
。

　
　
　
ク
ワ
ン

　
　
⑦
　
券

○
　
口
粟
一
券
寄
粟
／
口
□
□
□
二
券
寄
粟
一
4
8
・
1
2
B
）

　
存
疑
。
ふ
つ
う
、
粟
は
、
梼
程
・
黍
米
・
豆
・
塩
な
ど
に
同
様
、
「
斜
・
石
・
斗

・
升
」
の
単
位
で
計
量
す
る
。

　
　
　
　
サ
イ

　
　
㈹
歳

○
　
居
延
丞
印
　
　
方
相
車
一
乗
／
用
馬
一
匹
騨
牡
歯
十
歳
高
六
尺
　
閨
月
庚
／
戌

　
　
北
□
一
5
3
・
1
5
）

　
馬
の
年
齢
を
い
う
。
牛
馬
に
関
す
る
記
録
書
に
は
、
毛
色
、
牡
牝
の
別
、
年
齢
一
歯

○
歳
）
、
身
長
が
記
入
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

○
　
口
歯
八
歳
其
一
黄
歯
口
／
口
泉
五
百
大
泉
五
枚
一
2
4
．
2
6
一

　
　
　
　
ザ
イ

　
　
⑨
齊
　
一
剤
一

〇
　
一
上
略
）
□
□
後
数
目
府
医
来
到
飲
薬
一
斉
置
□
口
一
4
9
・
3
1
，
4
9
・
1
3
一

〇
　
第
十
墜
卒
高
同
病
傷
汗
　
　
飲
薬
五
斉
口
（
6
5
・
4
3
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
薬
の
場
合
、
材
料
一
生
薬
）
は
「
両
・
分
・
刀
圭
」
で
計
量
す
る
が
、
調
合
し
た

散
薬
（
散
剤
）
は
「
齋
一
剤
一
」
で
数
え
る
。
武
威
漢
代
医
簡
に
よ
れ
ば
、
散
剤
は
酒

飲
す
る
も
の
が
多
い
。

　
　
　
シ
ヤ
ク

　
　
㈹
　
隻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7

0
牛
吟
一
隻
　
「
母
」
　
直
六
十
（
1
・
2
9
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
　
　
　
こ
え
　
　
　
　
　
　
ほ
し
し

　
銭
出
入
簿
で
あ
る
。
「
吟
」
は
肥
た
る
牛
の
哺
と
い
う
一
集
韻
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
7

0
　
買
箸
五
十
隻
一
3
・
2
7
一

　
　
　
　
　
　
　
　
2



u
　
　
　
　
シ
ヨ

　
　
⑪
　
所

○
　
駅
一
所
馬
二
匹
鞍
勒
各
一
口
（
1
8
・
1
8
）

　
駅
に
は
、
鞍
、
勒
（
く
つ
ば
み
、
街
）
な
ど
の
馬
具
を
具
え
た
騎
乗
用
の
馬
が
備

え
ら
れ
て
い
た
ら
↓
い
。

　
　
　
ジ
ヨ
ウ

　
　
⑫
　
乗

○
　
口
徐
党
年
廿
七
　
脇
騨
議
杁
朋
鞭
肝
咄
　
（
2
5
・
2
）

　
「
輻
車
」
と
は
、
一
、
二
匹
の
馬
で
引
く
小
型
の
軽
い
車
を
い
う
（
「
輻
」
の
音

は
エ
ウ
、
ま
た
は
ゼ
ウ
）
。
「
方
相
車
」
は
そ
の
箱
型
の
も
の
か
。
「
牛
車
」
は
「
両
」

で
数
え
、
混
同
す
る
こ
と
は
な
い
。

○
　
弩
一
矢
廿
　
同
□
　
輻
車
一
乗
馬
二
匹
一
3
6
・
6
）

○
　
輻
車
二
乗
直
万
一
上
下
略
）
（
3
7
・
3
5
）

　
こ
の
礼
忠
簡
に
よ
れ
ば
、
輻
車
一
乗
の
価
格
は
五
千
銭
、
牛
車
一
両
は
二
千
銭
。

　
　
　
　
（
マ
マ
）

○
　
入
方
相
一
乗
駁
牡
馬
一
匹
歯
八
歳
　
子
顛
（
3
3
・
9
）

○
　
口
用
馬
二
匹
輻
車
一
乗
□
□
□
（
4
4
・
1
5
）

○
　
居
延
守
徴
宇
常
　
輻
車
一
乗
（
5
1
・
6
）

○
　
（
上
略
）
居
延
丞
印
　
方
相
車
一
乗
／
用
馬
一
匹
騨
牡
歯
十
歳
高
六
尺
　
潤
月

　
　
庚
戌
北
口
一
5
3
・
1
5
一

　
　
　
　
　
（
マ
マ
一

〇
口
二
方
箱
一
相
ヵ
一
車
一
乗
（
3
6
・
1
5
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

0
　
輻
車
一
乗
馬
一
匹
馴
牡
歯
九
高
六
尺
　
□
□
□
南
入
一
0
6
・
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
一

　
居
延
漢
簡
に
お
け
る
馬
、
車
乗
に
つ
い
て
は
森
鹿
三
氏
に
分
析
が
あ
る
が
、
八
歳

頃
が
馬
の
働
き
盛
り
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
ソ
ク

　
　
㈹
　
束

○
　
口
丙
辰
　
　
出
葵
廿
束
食
伝
馬
八
匹
／
出
葵
八
束
食
牛
（
3
2
・
1
5
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7

0
　
出
葵
八
十
束
　
以
食
官
牛
（
1
・
1
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
　
　
　
　
居
延
簡
蹟
資
料
に
お
け
る
量
詞
の
考
察
一
三
保
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
9

0
　
入
菱
百
柑
束
口
一
1
・
3
1
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
「
菱
」
は
ま
ぐ
さ
。
「
出
」
「
入
」
は
官
倉
の
出
納
を
い
う
。

○
　
需
載
十
束
／
干
馬
矢
三
石
／
□
、
沙
カ
、
三
石
　
　
各
口
一
㎜
・
5
0
）

　
　
し
ふ

　
「
載
」
は
ち
が
や
（
茅
一
の
根
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
一
「
需
載
」
を
「
薪
」
に
す

る
も
の
が
あ
る
）
。
乾
燥
さ
せ
た
馬
糞
な
ど
と
と
も
に
亭
燧
に
常
備
し
て
お
き
、
敵

の
来
襲
時
に
こ
れ
ら
の
灰
、
汚
物
、
毒
、
刺
激
物
な
ど
を
振
り
ま
き
、
そ
の
耳
目
を

撹
乱
さ
せ
る
と
い
う
（
注
2
2
、
初
師
賓
氏
論
文
、
一
八
三
頁
）
。

○
　
入
銭
六
百
　
　
墜
長
□
□
□
月
乙
酉
佐
博
売
葵
二
束
魏
郡
侯
国
／
　
令
史
馬
谷

　
　
　
　
　
9

　
　
所
直
一
6
・
6
）

　
　
　
チ
ヤ
り

　
　
ω
　
張

○
　
除
官
弩
二
張
（
㎜
・
1
）
－
－
－
嚇
納
釧
鮎
合
」

　
　
　
　
ヅ
　
　
　
　
　
ヒ
ツ
　
　
マ
イ

　
　
㈹
頭
　
（
↓
匹
・
枚
）

○
　
口
牛
二
頭
　
二
月
甲
戌
南
入
（
4
1
・
2
8
）

○
　
口
車
二
両
／
口
所
乗
□
黄
轄
牛
二
頭
／
口
□
□
橡
口
一
蝸
　
3
4
）

○
　
出
魚
一
頭
（
8
0
・
2
2
）

○
　
口
除
五
千
頭
宮
得
魚
千
頭
在
呉
夫
子
舎
□
□
復
之
海
上
不
能
／
備
□
／
一
以
下

　
　
　
　
○

　
　
略
）
（
2
・
9
）

　
　
　
　
2

　
　
　
　
　
　
　
3

0
　
飽
魚
百
頭
（
6
・
3
）

　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
　
　
ツ
ウ

　
　
㈹
　
通

○
　
出
鵜
上
菖
火
一
通
　
元
延
二
年
七
月
辛
未
口
（
3
9
・
2
0
）

　
　
、
つ

　
「
鳩
」
は
、
峰
燧
の
望
楼
を
軸
と
し
て
築
き
上
げ
ら
れ
た
方
形
の
障
壁
で
、
厚
さ

は
一
・
八
メ
ー
ト
ル
位
か
ら
三
メ
ー
ト
ル
以
上
、
高
さ
は
四
・
五
メ
ー
ト
ル
前
後
、

内
部
に
営
舎
や
炉
が
あ
る
。
鳩
そ
の
も
の
が
防
禦
設
備
で
あ
る
が
こ
の
上
に
信
号
の

装
置
が
施
さ
れ
て
い
た
。
「
萱
火
」
は
た
い
ま
つ
、
ま
た
、
か
が
り
火
。
居
延
の
遺

sokyu
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居
延
簡
蹟
資
料
に
お
け
る
量
詞
の
考
察
一
三
保
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
4
一

跡
か
ら
長
さ
八
ニ
セ
ソ
チ
、
径
八
セ
ン
チ
の
「
菖
」
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
葦
を
束

ね
て
作
る
。
菖
火
、
ま
た
、
表
一
信
号
用
の
は
た
一
な
ど
の
受
け
伝
え
に
は
「
通
」

を
用
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
マ
マ
一

〇
　
□
一
菖
火
一
通
／
口
上
一
芭
火
一
通
／
□
君
庚
一
m
・
2
5
A
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

0
出
堆
二
菖
火
一
通
一
8
・
4
9
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

　
「
堆
」
は
望
楼
、
堆
楼
と
も
い
う
。
高
さ
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
余
、
平
面
九
メ
ー
ト

ル
余
四
方
と
い
っ
た
も
の
も
あ
る
。

　
　
　
デ
ウ

　
　
⑰
　
条

○
　
鵯
警
十
二
条
母
組
⑧
十
一
空
母
葦
絞
⑧
母
緯
母
四
繰
一
1
4
・
2
3
）

　
「
輯
替
」
は
兜
瞥
、
胃
、
か
ぶ
と
、
「
組
」
は
ひ
も
、
「
母
」
は
無
の
意
。

　
　
　
　
ニ
ン

　
　
蝸
　
人

○
　
　
（
上
略
）
伝
馬
三
匹
厩
佐
一
人
徒
四
人
一
3
・
3
3
）

○
　
小
奴
二
人
直
三
万
／
大
稗
一
人
二
万
一
上
下
略
一
一
3
7
・
3
5
一

　
こ
の
礼
忠
簡
に
よ
る
と
、
未
成
年
の
奴
の
値
は
一
人
が
一
万
五
千
銭
、
成
年
の
碑

は
一
人
が
二
万
銭
と
い
う
。

○
　
詔
伊
循
候
章
□
一
発
ヵ
一
卒
目
持
楼
商
王
頭
詣
敦
煙
留
卒
十
人
女
訳
二
／
人
留
守

　
　
　
　
3

　
　
□
（
O
・
8
）

　
　
　
　
3

　
　
　
ヒ
ツ
　
　
　
　
　
　
ヅ

　
　
蝸
　
匹
　
　
（
↓
頭
）

○
　
駅
馬
騨
一
匹
（
下
略
）
（
1
0
・
1
8
）

　
「
騨
」
は
赤
黄
の
毛
色
を
い
う
一
騒
は
黒
毛
、
駁
は
ぶ
ち
、
離
は
あ
し
毛
一
。

○
　
第
十
候
長
楊
褒
　
馬
一
匹
馴
牡
歯
五
歳
口
一
1
8
・
1
3
一

〇
　
用
馬
五
匹
直
二
万
一
上
下
略
）
（
3
7
・
3
5
）

　
礼
忠
の
財
産
明
細
記
録
の
一
、
馬
五
匹
の
値
が
二
万
銭
に
相
当
す
る
と
い
う
。

○
馬
一
匹
（
9
0
・
3
9
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

0
　
駅
馬
一
匹
　
用
食
三
石
六
斗
一
下
略
）
一
9
・
2
4
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

0
　
畜
馬
／
一
匹
（
上
略
）
一
1
9
．
2
5
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

0
　
伝
馬
十
二
呼
／
伝
車
二
乗
一
2
1
．
6
9
）

　
　
　
　
　
　
　
5

0
　
候
馬
二
匹
（
1
・
4
5
）

　
　
　
　
　
　
　
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0

0
　
　
一
上
略
一
卒
馬
一
匹
一
6
・
8
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

　
右
、
馬
を
数
え
る
場
合
に
は
「
匹
」
を
用
い
る
。
「
牛
」
な
ど
は
「
頭
」
で
数
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
5
一

る
。
「
匹
」
字
は
、
こ
の
他
、
布
白
巾
の
単
位
と
し
て
も
み
え
て
い
る
。

　
　
　
　
フ
ウ

　
　
¢
o
　
封

○
　
□
邑
筆
一
□
当
書
一
封
一
5
1
・
8
）

○
　
入
南
書
二
封
縮
碓
摘
鞠
砒
牌
計
仁
醐
紺
馳
帥
肚
飢
醐
罐
詣
府
封
完
（
㎜
．
2
）

　
南
向
け
の
定
期
報
告
書
二
通
の
意
。
完
封
の
捺
印
を
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

0
　
激
二
封
其
一
張
口
／
書
一
封
張
抜
大
口
（
2
7
．
4
）

　
　
「
激
」
は
、
燧
の
見
張
り
が
異
常
を
発
見
し
た
時
、
関
係
方
面
に
発
せ
ら
れ
る
緊

急
の
報
告
書
一
警
報
一
。
完
封
す
る
。

　
　
　
　
ヘ
ン

　
　
帥
　
編

○
　
口
病
書
一
編
塾
言
口
（
7
・
2
2
）

○
　
河
平
三
年
正
月
庚
寅
朔
丁
巳
□
塞
尉
義
塾
言
之
謹
移
見
銭
出
入
簿
一
編
／
敢
言

　
　
　
　
9

　
　
之
（
6
・
3
）

　
　
　
　
2

　
帳
簿
な
ど
の
冊
書
を
「
編
」
で
数
え
た
も
の
ら
し
い
。

　
　
　
　
マ
イ
　
　
　
　
　
　
ヅ
　
　
ヒ
ツ

　
　
吻
枚
　
（
↓
頭
・
匹
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

0
　
繋
十
枚
弩
一
石
一
7
・
2
9
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
「
繋
」
は
ロ
ー
プ
か
（
弩
に
付
属
す
る
か
）
。
弩
の
性
能
は
石
数
で
表
示
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

一
〇
　
□
□
□
縄
五
枚
　
　
蘭
負
索
一
幣
口
／
（
上
下
略
）
一
2
8
．
1
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
6
一

　
縄
は
「
丈
」
を
も
っ
て
数
え
る
の
が
ふ
？
つ
で
あ
る
。
「
蘭
」
は
「
服
」
に
同
じ
。
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4

0
　
□
稟
□
弦
□
十
二
枚
当
以
遣
罷
卒
今
口
（
6
・
3
0
A
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
；
、
　
　
　
　
　
マ
一
　
8

0
　
糸
承
弦
八
枚
国
　
　
（
下
有
雑
書
）
　
（
2
・
7
A
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

　
弩
弓
の
弦
を
い
う
。
「
承
弦
」
は
、
ま
だ
規
定
の
長
さ
に
裁
定
し
て
な
い
予
備
の

弦
で
あ
る
。
「
稟
」
は
あ
さ
。
古
今
、
弓
弦
に
は
麻
弦
が
最
適
と
さ
れ
る
。

　
右
は
、
繋
、
縄
、
弓
弦
な
ど
を
「
枚
」
で
数
え
た
例
で
あ
る
。

○
　
承
五
月
除
官
弩
二
張
箭
八
十
八
枚
（
㎜
・
1
）
－
－
硫
紬
釧
鮎
合
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

○
　
具
弩
二
矢
六
十
枚
（
8
・
1
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
「
具
弩
」
は
、
常
用
の
弩
を
い
う
。
こ
の
「
枚
」
字
に
つ
き
、
『
甲
乙
編
』
『
甲
編
』
、

「
台
北
重
訂
本
」
の
三
老
、
ま
た
、
永
田
英
正
氏
の
著
『
居
延
漢
簡
の
研
究
』
（
二

一
五
頁
）
で
は
「
支
」
字
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

0
□
車
牛
一
両
、
弓
一
具
矢
八
十
二
枚
　
口
　
（
3
・
3
0
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

0
　
□
妄
矢
二
千
改
一
8
2
・
1
4
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

　
「
妄
矢
」
は
短
い
矢
を
い
う
。
以
上
は
、
箭
、
矢
を
「
枚
」
で
数
え
た
例
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

0
　
服
少
一
枚
一
上
下
略
）
（
8
・
1
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
「
服
」
は
、
「
蘭
」
に
同
じ
く
、
や
な
ぐ
い
、
え
び
ら
を
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

0
　
□
把
刀
一
枚
数
口
（
5
・
4
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

0
　
口
深
目
廿
八
枚
謄
十
口
（
5
4
・
2
0
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

　
「
深
目
」
は
、
弩
の
照
門
・
照
尺
器
、
あ
る
い
は
、
距
離
測
定
器
を
い
う
。

○
　
出
四
百
批
郎
郵
銚
二
枚
（
2
6
・
2
9
）

　
「
銚
」
は
農
具
、
郎
鄭
で
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8

0
　
今
余
斧
金
什
八
枚
（
9
・
1
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

0
　
付
什
器
（
中
略
）
具
橋
六
枚
／
鈎
十
枚
／
斤
二
枚
　
　
口
／
斧
二
枚
　
　
□
口

　
　
（
8
5
・
4
）

○
　
入
什
器
　
／
　
車
伏
一
枚
　
　
口
／
高
果
一
枚
　
　
具
□
□
口
／
車
放
安
一
枚

　
　
　
　
　
　
居
廷
簡
蹟
資
料
に
お
け
る
量
詞
の
考
察
（
三
保
）

　
　
　
具
四
分
橋
一
枚
（
8
5
・
2
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

0
　
赤
后
五
枚
　
直
二
百
五
十
一
〇
・
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

　
右
は
、
武
具
、
お
よ
び
、
什
器
の
類
を
「
枚
」
で
数
え
た
例
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

0
　
口
所
作
筆
一
枚
口
（
8
・
6
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
7
一

　
筆
は
、
居
延
の
遺
跡
か
ら
も
発
見
さ
れ
て
い
る
。
関
連
し
て
、
「
紙
」
も
、
既
に
、

　
　
　
　
一
2
8
一

み
え
て
い
る
が
、
「
五
十
一
紙
重
五
斤
」
（
㎜
・
1
0
）
の
よ
う
に
、
こ
れ
は
「
斤
」
で

計
量
し
て
い
る
。

〇
　
六
尺
席
廿
枚
（
6
1
・
2
1
）

　
「
六
尺
」
を
「
十
八
尺
」
と
す
る
釈
文
も
あ
る
（
永
田
氏
、
集
成
二
、
二
六
二
頁
）
。

○
　
入
券
七
枚
　
墜
長
長
安
国
受
尉
口
一
7
5
・
1
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
け
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
く
ろ

　
「
巻
」
は
、
三
斜
入
り
の
嚢
を
い
う
一
説
文
）
。

　
右
は
、
席
・
袋
な
ど
を
「
枚
」
で
数
え
た
例
で
あ
る
。

○
　
入
狗
一
枚
　
元
康
四
年
二
月
己
未
朔
己
已
佐
建
受
右
前
都
一
下
略
）
一
5
・
1
2
一

〇
　
狗
三
枚
大
小
≡
（
上
下
略
）
（
8
9
・
1
3
B
）

　
　
　
　
　
　
　
6

0
　
買
狗
四
枚
一
4
・
4
0
）

　
　
　
　
　
　
　
2

　
「
狗
」
は
、
「
官
畜
」
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
軍
用
犬
・
警
察
犬
の
よ
う
な
目
的
で

用
い
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
中
国
で
は
、
食
用
に
も
供
さ
れ
た
。

○
　
入
小
畜
鶏
一
鶏
子
五
枚
　
元
康
四
年
二
月
已
未
朔
己
己
佐
一
下
略
）
一
1
0
・
1
2
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

0
　
出
魚
皿
川
枚
直
百
口
（
7
・
2
6
A
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゾ

　
右
は
、
狗
や
魚
鳥
の
類
を
「
枚
」
で
数
え
た
例
で
あ
る
一
㈹
「
頭
」
参
照
一
。

○
　
第
九
時
未
在
／
□
樹
一
枚
　
彊
□
園
少
半
□
（
4
0
・
4
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
こ
れ
は
立
ち
木
の
植
物
か
と
み
ら
れ
る
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
一
「
茎
」
参
照
一
。

　
　
　
リ
ヤ
ウ

　
　
㈱
　
両

○
　
口
二
百
七
十
五
両
輸
居
延
／
□
／
三
十
六
両
輸
秦
他
□
一
3
2
・
1
8
A
）
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居
延
簡
蹟
資
料
に
お
け
る
量
詞
の
考
察
一
三
保
一

　
　
　
　
　
　
　
7
‘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

○
　
牛
車
一
両
（
8
・
1
4
）
、
ま
た
、
（
5
・
1
9
）

　
　
　
　
　
　
　
1
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6

0
　
入
粟
大
石
二
十
五
石
／
車
一
両
　
始
建
国
六
年
二
月
己
丑
将
□
守
尉
口
／
輸
候

　
　
　
　
6

　
　
官
一
6
・
3
2
）

　
　
　
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

0
　
□
車
牛
一
両
　
弓
一
具
矢
八
十
二
枚
　
P
（
3
・
3
0
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

0
　
抜
甲
渠
正
月
尽
三
月
四
時
出
折
傷
牛
車
二
両
吏
失
亡
以
□
□
／
□
一
甲
附
3
0
一

　
右
は
、
牛
車
・
荷
車
の
類
を
「
両
」
で
数
え
た
例
で
あ
る
。
「
両
」
は
「
輌
」
に

通
じ
よ
う
か
。
「
輻
車
」
を
数
え
る
場
合
に
は
「
乗
」
を
用
い
る
。

○
　
田
卒
准
陽
郡
長
平
業
陽
里
公
士
児
尊
年
廿
七
　
　
　
　
　
　
纐
蒜
献
締
蒜

　
　
　
貫
賛
取
一
1
9
・
4
0
一

　
田
卒
児
尊
へ
の
支
給
品
リ
ス
ト
で
あ
る
。
「
賛
」
は
、
『
甲
乙
編
』
に
「
賛
」
、
『
甲

編
』
と
「
台
北
重
訂
本
」
に
「
賛
」
と
す
る
。
「
本
人
の
か
わ
り
に
貫
賛
と
い
う
人

が
う
け
と
つ
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
（
岡
崎
敬
氏
）
と
さ
れ
る
。
「
練
」
は
足
袋
、
靴
下

の
類
を
い
う
一
「
練
」
は
「
抹
」
「
鞍
」
に
同
字
、
「
穣
」
に
等
し
い
一
。
「
犬
練
」
は

官
発
の
狗
布
襟
、
「
私
練
」
は
私
物
一
帥
厳
跳
雌
の
一
の
靴
下
。
「
緒
」
は
ズ
ポ
ン
状
の

下
衣
を
い
う
、
「
袴
」
に
同
じ
。
こ
の
簡
に
つ
い
て
は
後
に
も
触
れ
る
。

○
　
阜
布
単
袴
一
両
／
官
葵
一
領
（
8
2
・
1
6
）

　
　
ザ
ウ

　
「
阜
布
」
は
黒
布
の
意
。

○
　
梁
　
⑧
　
国
一
証
摘
批
鵬
）
／
瞳
陽
戊
卒
西
尉
玉
柱
／
□
裏
襲
一
箪
／
阜
布
複
抱

一
領
／
阜
布
禅
衣
一
領
／
阜
布
複
袴
一
両
／
稟
非
一
両
／
常
葦
二
両
（
7
9
・
2
A
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
梁
国
購
陽
県
よ
り
派
遣
し
た
西
尉
里
出
身
の
戌
卒
玉
柱
宛
の
衣
類
包
み
に
添
付
さ

れ
て
い
た
リ
ス
ト
ら
し
い
。
衣
類
包
み
は
出
身
県
よ
り
送
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
衣
類
に
、
「
複
袴
」
の
よ
う
に
あ
る
も
の
は
、
そ
れ
が
裏
付
き
の
厚
手
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
　
　
　
あ
さ

で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
稟
非
」
は
麻
の
く
つ
か
。
「
章
」
一
台
北
重
訂
本
で
は

「
庸
」
）
は
皮
（
な
め
し
皮
）
製
品
か
。

○
複
袴
百
一
両
　
　
□
（
8
4
・
2
6
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

0
　
履
二
両
□
口
一
9
0
・
3
6
）

　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
∪

○
　
故
漆
履
一
両
直
口
一
〇
・
2
4
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

0
□
一
　
履
一
両
縞
一
両
□
一
介
一
抄
一
一
両
一
0
2
・
9
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

0
　
□
□
□
　
官
布
複
給
一
両
　
官
稟
履
一
両
□
　
私
布
嚢
一
／

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7

　
　
□
□
□
□
領
　
□
官
□
□
□
／
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
□
□
□
一
2
1
．
3
0
）

○
　
阜
布
禅
衣
一
領
／
阜
布
複
給
一
両
／
犬
練
二
両
／
稟
履
二
両
／
第
九
一
灯
摘
に
）

　
　
　
〇

　
　
一
6
・
2
3
A
一

　
　
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

0
　
絹
糸
二
斤
直
四
百
什
四
　
一
中
略
）
　
犬
章
沓
一
両
直
八
百
五
十
一
6
・
2
8
A
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

0
　
口
取
革
履
一
両
／
□
布
練
一
両
一
湖
・
3
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ρ
O
　
　
　
　
　
　
　
ρ
∪

○
　
口
廿
三
幣
桑
架
三
枚
革
履
二
両
夜
亡
去
口
一
4
・
3
0
，
4
・
4
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
o
　
　
　
　
　
　
　
o
、
∪

　
　
　
　
　
　
　
　
5

0
　
革
履
一
両
出
一
6
・
2
3
）

　
　
　
　
　
　
　
　
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
さ

　
「
履
」
は
は
き
も
の
、
稟
糸
製
に
よ
る
も
の
（
稟
履
）
が
多
い
が
、
「
素
履
」
「
革

履
」
、
ま
た
、
漆
塗
り
の
も
の
も
み
え
て
い
る
。
「
縞
」
は
締
曳
の
履
と
い
う
。

　
右
は
、
練
（
足
袋
の
類
）
・
給
一
ズ
ポ
ン
下
）
・
履
（
は
き
も
の
）
な
ど
を
「
両
」

で
数
え
た
例
で
あ
る
。

　
　
　
リ
ヤ
ウ

　
　
㈱
　
領

○
　
建
昭
二
年
閏
月
丙
戌
甲
渠
令
史
董
子
方
買
郭
卒
□
一
欧
王
威
葵
一
領
／
直
七
百

五
十
約
至
春
銭
畢
巳
芽
人
杜
君
篤
（
2
6
・
1
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
わ
ご
ろ
も

　
董
子
方
は
郭
（
候
官
）
の
卒
の
欧
威
か
ら
「
萎
一
領
」
を
買
っ
た
、
代
価
七
五
〇

銭
は
春
に
な
っ
た
ら
払
い
畢
る
と
約
束
し
た
、
こ
の
証
人
は
杜
君
窩
、
と
い
っ
た
意

味
で
あ
ろ
う
か
。
「
菱
」
は
皮
製
の
衣
服
を
い
う
。
「
官
」
と
あ
れ
ば
官
発
一
官
給
）
。

○
　
郭
卒
　
縄
大
複
儒
一
領
　
□
□
□
□
　
□
□
単
衣
一
領
　
□
□
／
□
　
　
　
P

　
　
（
3
5
・
2
1
）
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し
よ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ぴ

　
「
濁
」
は
「
鰯
」
に
同
じ
、
帯
、
ま
た
、
襟
を
綴
る
紐
を
い
う
。
「
儒
」
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゅ
す

衣
服
の
端
に
付
け
る
小
切
れ
と
も
い
え
が
、
こ
こ
で
は
、
濡
子
（
地
が
厚
く
滑
か
で

光
沢
が
あ
り
、
多
く
帯
地
な
ど
に
用
い
る
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

〇
　
　
一
上
略
）
官
葵
一
領
／
章
衣
一
領
（
3
8
・
3
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

0
第
一
阜
単
衣
八
百
領
（
O
・
1
9
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

　
　
　
　
　
　
3

0
抱
一
領
（
1
・
7
）

　
　
　
　
　
　
5

0
　
墜
卒
子
章
自
言
責
第
柑
八
墜
長
趨
□
官
抱
一
領
直
千
四
百
五
／
十
験
問
収
（
甲

　
　
附
2
2
）

　
こ
の
他
、
先
の
田
卒
児
尊
、
戊
卒
玉
柱
に
関
す
る
衣
類
の
リ
ス
ト
に
お
い
て
も
、

襲
、
抱
、
禅
衣
な
ど
に
は
「
領
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
（
㈱
、
「
両
」
の
条
）
。
「
襲
」

は
上
衣
、
ま
た
は
、
外
衣
、
「
袖
」
は
襲
の
下
に
き
る
内
衣
。
「
単
璽
衣
」
は
裏
の

付
か
な
い
ひ
と
え
の
き
も
の
、
「
複
袖
」
は
、
そ
の
対
で
あ
わ
せ
を
い
う
。

　
　
　
　
リ
ン

　
　
㈱
　
輸

〇
　
一
両
其
一
輪
載
之
空
偏
尽
一
輸
一
□
一
柁
融
に
一
折
　
一
両
（
下
略
一
一
2
4
・
6
）

　
荷
車
の
車
輪
を
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
ヰ

　
　
㈱
園
一
存
疑
一

　
　
　
　
　
　
〇

〇
　
丈
三
園
一
6
・
1
6
B
）

　
　
　
　
　
　
2

　
断
簡
の
せ
い
か
、
文
意
が
明
か
で
な
い
。

　
居
延
簡
に
お
け
る
量
詞
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。
中
に
は
存
疑
例
も
含
ん
で
い

る
が
、
こ
れ
ら
は
古
典
語
文
一
漢
代
文
言
文
一
に
お
け
る
用
例
と
し
て
、
極
め
て
重

要
な
も
の
と
な
ろ
う
。

　
な
お
、
右
に
関
連
し
て
、
ま
れ
に
次
の
よ
う
な
例
が
み
え
る
。

○
　
域
官
中
亭
治
園
条
壁
議
膿
枇
圭
畦
其
故
多
過
条
者
勿
減
一
舳
・
1
0
A
一

　
「
治
園
」
と
は
、
田
卒
に
課
せ
ら
れ
た
菜
園
づ
く
り
の
こ
と
ら
し
い
。
こ
れ
は
、

　
　
　
　
　
　
居
延
簡
蹟
資
料
に
お
け
る
量
詞
の
考
察
（
三
保
一

「
畦
」
（
あ
ぜ
、
う
ね
、
は
た
け
）
そ
の
も
の
を
量
詞
代
り
に
用
い
た
例
で
あ
る
。

　
　
○
　
量
詞
を
用
い
な
い
場
合

　
右
に
は
、
居
延
簡
二
九
三
q
三
一
年
次
分
一
に
み
え
る
量
詞
を
収
集
し
た
。

し
か
し
、
別
に
は
、
量
詞
を
伴
わ
な
い
、
数
詞
だ
け
の
数
量
表
現
も
み
え
、
用
例
数

は
、
こ
ち
ら
の
方
が
上
回
る
よ
う
に
み
う
け
ら
れ
る
。
そ
の
一
端
を
示
す
（
出
現
順
）
。

○
　
行
水
兼
興
松
十
二
一
上
下
略
）
一
5
・
3
，
1
0
・
1
、
他
）

○
　
口
矢
二
完
／
口
□
一
完
一
7
・
4
）

○
　
陥
堅
妄
矢
二
百
完
一
1
0
・
5
）

○
　
第
廿
五
車
父
平
陵
里
辛
盈
川

　
　
　
官
具
弩
七
　
　
　
紺
胡
一
　
弩
楯
九
　
承
弦
十
四

　
　
　
承
弩
二
　
　
　
　
由
度
一
　
蘭
七
　
　
私
剣
八

　
　
　
有
方
三
　
　
　
　
斬
干
十
　
蘭
冠
七

　
　
　
藁
矢
三
百
五
十
　
斬
幡
十
　
服
七

　
　
　
藁
妄
千
五
十
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
・
3
7
）

○
　
革
甲
廿
完
（
1
4
・
2
2
）

○
　
口
一
完
　
　
蘭
；
兀
／
口
五
十
完
　
蘭
冠
一
完
一
2
6
・
3
3
）

○
服
；
兀
（
3
0
・
1
）

○
　
⑧
蘭
一
完
一
3
0
・
2
）

○
口
萢
牛
車
一
両
弓
一
矢
廿
四
剣
一
　
三
月
己
丑
出
大
麦
（
3
7
・
6
，
4
0
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

　
　
3
8
）

○
　
口
／
稟
矢
銅
鍛
五
十
完
／
蘭
蘭
冠
各
一
完
母
勒
本
受
姑
戚
完
口
糸
絃
一
完
母
勒

　
　
／
糸
緯
一
完
母
勒
一
3
8
・
3
9
）

○
　
　
（
上
略
）
六
石
具
弩
一
完
／
弩
帽
一
完
　
藁
矢
口
（
4
2
・
2
2
）
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○○○○○○○○○○○○○

居
延
簡
蹟
資
料
に
お
け
る
量
詞
の
考
察
一
三
保
一

第
二
長
別
田
令
史
努
徳
車
一
両

斧
二

斤
二

鋸
一
・

椎
一
・

一
上
略
）

　
　
　
　
挽
二

　
　
　
　
楮
六

少
一
　
　
承
軸
一

少
一
　
　
承
柾
一
小
木
五

六
石
具
弩
一
完
一
5
1
・
1
A
）

釜
一輸

索
豫
十
不
輸

車
屋
三
不
輸

馴
相
二
・
少
二

一
4
7
・
5
一

□
石
具
弩
十
其
四
傷
淵
獲
胡
闘
非
如
意
臨
渠
／
三
石
具
弩
四
皆
傷
／
瞥
十
四
完

／
盾
四
完
／
陥
堅
藁
矢
五
十
其
五
畔
呼
／
藁
矢
千
五
十
其
皿
川
四
畔
呼
三
闘
非
十

二
如
意
二
第
六
／
八
臨
渠
廿
一
完
軍
／
妄
矢
千
二
百
其
批
時
呼
獲
胡
十
八
闘
非

三
如
意
二
第
六
八
臨
渠
／
六
完
軍
三
　
一
7
5
・
1
7
一

弓
一
檀
丸
一
矢
十
二
□
（
8
7
・
1
2
）

　
　
　
　
　
2

弩
幡
一
幣
一
1
・
1
9
）

　
　
　
　
　
1

口
第
五
墜
六
石
具
弩
一
（
1
0
・
6
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
　
　
／
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
o

稟
長
弦
一
／
弩
帽
一
（
2
1
．
3
5
）

器
疎
（
鮎
翻
の
）
／
緩
瓦
一
　
笥
一
　
銘
一
　
　
　
后
一
　
斗
去
盧
二
／
更
子
一

　
　
　
　
酒
梧
十
　
　
蔀
一
　
三
斗
去
盧
一
／
干
二
　
　
　
　
　
小
画
梧
十

盆
二
　
小
盆
一
／
　
賛
一
　
炊
帝
一
口
／
□
二
　
□
一
口
／
蓋
二
　
□
主
各
一

　
　
〇

口
一
2
・
1
8
一

　
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

口
□
藁
矢
拙
九
弩
帽
一
蘭
口
（
3
・
1
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
　
　
5

斬
幡
三
（
3
・
2
）

　
　
　
　
2

囲
木
中
墜
斬
幡
；
兀
（
4
0
・
1
9
A
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

入
楯
十
一
棄
長
弦
三
　
一
凡
十
五
（
5
・
1
9
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

第
十
八
熊
嫉
チ
　
凡
廿
四
（
湖
・
1
4
A
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7

稟
矢
銅
鍛
三
百
　
く
　
　
（
6
・
1
4
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

0
　
当
北
燧
卒
馬
母
護
　
　
三
月
乙
酉
病
心
腹
丸
薬
皿
川
五
一
2
7
，
8
一

〇
　
口
百
　
八
月
甲
子
買
赤
白
縛
蓬
一
完
（
8
4
・
2
4
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
労
氏
「
遂
」
一

〇
　
頭
六
十
／
肺
六
十
／
胃
百
□
百
銭
／
寛
什
／
二
百
一
川
趾
）
　
肝
五
十
／
迩
廿

　
　
－
頚
十
銭
／
心
什
斤
／
黄
将
十
（
削
趾
）
　
乳
廿
／
舌
廿
／
界
十
／
□
十
一
刑
趾
）

　
　
　
／
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ρ
0

　
　
　
／
　
　
腸
益
拙
　
売
麟
直
六
百
七
十
、
凡
四
百
五
十
一
2
8
．
1
9
B
）

○
　
将
軍
器
記
一
駈
醐
の
）
　
大
案
七
／
小
案
十
／
圏
五
／
大
杯
十
一
一
↓
趾
第
一
　
小

　
　
林
廿
七
／
大
繋
十
／
小
繋
八
／
小
尊
二
一
訓
趾
第
）
　
大
尊
二
／
大
権
二
／
小
権

　
　
二
／
具
目
三
（
訓
趾
第
）
　
樫
程
二
／
衣
筐
三
一
螂
・
1
、
螂
・
2
）

○
　
戊
卒
渠
国
碓
陽
第
四
車
父
宮
南
里
馬
広
　
　
鍾
二
　
承
鉦
二
破
／
口
／
鋸
二

　
　
　
　
　
　
3
　
　
　
　
，
　
3

　
　
釜
一
完
（
O
・
6
0
・
1
）

　
　
　
　
　
　
o
o
　
　
　
　
　
　
　
o
o

○
　
楮
五
一
留
鈎
三
　
輸
二
　
軸
一
付
口
／
鋸
二
　
斧
二
　
挙
鉦
二
（
㎝
・
1
7
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
　
　
　
　
マ
一

〇
　
汲
桐
二
直
皿
川
　
築
弩
縄
批
二
丈
直
五
十
／
稟
長
弦
四
直
百
　
　
首
縄
廿
丈
廿

　
　
／
桐
縄
二
困
折
桑
二
直
百
五
十
　
服
二
直
廿
／
膠
二
斤
十
五
／
揚
弩
縄
一
直
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
6

　
　
／
楯
革
一
直
十
一
3
2
．
6
A
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7

0
　
口
馬
一
匹
弓
一
矢
五
十
剣
一
（
O
・
2
0
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

0
　
弾
弓
一
直
三
百
服
負
□
九
月
奉
口
（
6
・
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

0
　
雄
鶏
一
雌
鶏
二
（
1
・
1
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

　
右
に
は
、
数
詞
だ
け
み
え
て
量
詞
の
添
え
ら
れ
て
い
な
い
場
合
を
例
示
し
た
。
中

に
は
、
量
詞
を
省
略
し
た
か
と
み
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
他
方
、
当
時
、
未
だ
量

詞
が
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
一
あ
る
い
は
、
な
か
っ
た
）
た
め
の
も
の
も
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
情
況
は
、
敦
煙
簡
蹟
資
料
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
以
上
の
他
に
、
量
詞
を
用
い
る
場
合
と
用
い
な
い
場
合
と
の
中
間
の

形
式
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

○
　
藁
矢
二
百
㌧
／
妄
矢
六
十
－
（
〃
趾
）
　
三
石
具
弩
三
レ
／
三
石
承
弩
一
－
一
剃
趾
）

sokyu
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口
／
口
一
避
一
一
㎜
・
5
3
一

　
こ
れ
は
、
数
詞
の
下
に
「
1
」
印
を
記
入
す
る
も
の
で
あ
る
。

次
の
よ
う
な
類
例
が
拾
わ
れ
る
。

用
例
数
は
少
い
が
、

○
　
革
輯
警
四
㌧
／
有
方
一
1
（
㎜
・
8
1
一

〇
　
三
石
承
弩
丁
子
口
／
弩
幡
四
1
（
㎜
・
9
8
）

○
　
□
（
鮎
騎
柵
）
　
白
布
単
衣
一
1
／
阜
布
単
衣
一
－
（
脳
・
1
4
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

0
　
斧
二
－
舌
六
－
一
〇
・
1
6
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

0
　
守
御
器
簿
（
鮎
醐
）
　
長
斧
≡
皆
嵌
敵
／
長
椎
≡
T
／
長
椿
一
≡
㌧
／
長
秤
ニ
レ
／
木

　
　
面
衣
三
㌧
／
弩
長
腎
三
1
（
↓
趾
第
）
　
芳
馬
矢
桑
各
一
母
／
十
如
十
斤
1
／
出
火
遂

　
　
二
具
／
皮
冒
革
革
各
一
母
冒
／
承
空
三
1
／
破
釜
一
－
一
コ
趾
第
一
　
肉
薪
木
薪
各

　
　
二
石
／
瓦
箕
科
各
二
斗
少
一
／
沙
馬
矢
各
二
石
－
／
羊
頭
石
五
百
㌧
／
槍
≡
十
1

　
　
／
小
芭
三
百
1
（
訓
趾
第
）
　
程
菖
九
1
／
□
雰
は
「
専
」
、
射
□
1
／
深
目
≡
一
1
／
布

　
　
蓬
三
㌧
／
不
具
レ
／
布
表
一
レ
。
鼓
一
1
（
酬
趾
第
）
　
狗
篭
二
－
／
狗
二
／
戸
関
二
1

　
　
／
接
楳
≡
レ
／
木
椎
ニ
レ
■
戸
戊
ニ
レ
／
簿
一
1
（
刮
趾
第
）
　
□
戸
墾
三
百
／
戸
上

　
　
下
合
各
一
／
儲
水
嬰
二
／
汲
落
二
／
大
積
薪
三
／
薬
盛
桑
≡
一
（
糊
趾
第
一
　
　
（
珊

　
　
・
1
）

　
こ
れ
は
、
長
さ
約
二
一
ニ
セ
ソ
チ
、
幅
三
・
五
セ
ソ
チ
の
木
蹟
に
記
さ
れ
た
燧
の
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
9
一

品
台
帳
で
あ
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
し
ぱ
し
ば
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
貴

重
な
用
例
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
の
釈
文
に
は
出
入
り
が
は
な
は
だ
し
く
、
未

だ
信
用
す
べ
き
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。
中
に
は
、
「
－
」
印
を
省
い
た
り
、
「
≡
」
を

「
四
」
と
改
め
た
も
の
も
あ
る
。
右
の
釈
文
も
完
壁
な
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
（
沙

馬
矢
各
二
石
1
」
の
条
な
ど
も
問
題
で
あ
る
が
一
永
田
氏
著
書
に
は
「
沙
馬
矢
各

二
百
i
」
と
あ
る
）
、
「
出
火
遂
二
具
」
と
あ
る
条
は
、
「
1
」
印
の
意
味
を
考
え
る
上

で
の
手
掛
り
と
な
ろ
う
。

居
延
簡
蹟
資
料
に
お
け
る
量
詞
の
考
察
（
三
保
一

　
簡
㎜
・
1
に
つ
き
、
図
版
一
『
居
延
漢
簡
甲
乙
編
』
上
冊
の
「
甲
図
版
壱
璋
捌
」
、

一
九
九
一
番
）
に
よ
れ
ば
、
「
－
」
印
は
、
他
の
文
字
の
筆
遣
い
よ
り
太
目
の
筆
に
な

り
、
漢
数
字
「
一
」
の
長
さ
よ
り
短
か
目
で
あ
る
。
藤
枝
晃
氏
は
、
こ
の
簡
に
言
及

さ
れ
た
折
（
注
2
2
文
献
）
、
「
ー
は
チ
ェ
ッ
ク
の
し
る
し
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
照

合
、
あ
る
い
は
、
点
検
の
折
の
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
「
－
」
が
、
そ
う
し

た
機
能
の
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
先
の
量
詞
を
用
い
る
場
合
の
用
例
群
の
中

に
も
、
こ
れ
が
み
え
て
い
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
こ
れ
が
見

出
せ
な
い
。
案
ず
る
に
、
こ
れ
は
、
量
詞
そ
れ
ぞ
れ
を
表
記
す
べ
き
と
こ
ろ
、
「
－
」

印
で
代
用
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
別
の
資
料
に
は
句
末
符
号
一
句
読
符
号
一
と
し

て
の
用
法
も
み
え
て
い
る
、
別
稿
一
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
表
記
作
業
の
手
抜
き
と
い

う
こ
と
に
な
る
が
、
量
詞
の
存
在
（
性
）
そ
の
も
の
ま
で
を
省
い
た
も
の
で
は
な
か

ろ
う
。

　
　
6

　
簡
5
0
．
1
で
は
、
ま
た
、
数
の
表
記
に
、
漢
数
字
の
他
、
横
棒
「
一
」
の
本
数
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
方
式
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
ま
ま
み
ら
れ
る
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
一

る
が
、
居
延
簡
蹟
に
お
い
て
は
珍
し
い
。
こ
の
方
式
は
、
現
場
で
器
物
を
即
物
的
に

点
検
し
て
い
く
場
合
に
便
利
で
あ
ろ
う
。
こ
の
木
蹟
は
、
あ
る
い
は
、
守
御
器
簿
の

下
書
き
（
土
代
）
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
清
書
の
時
点
に
お
い
て
、

然
る
べ
き
量
詞
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

目
　
一
九
七
三
、

七
四
年
次
の
居
延
簡
蹟

　
右
に
は
、
一
九
三
〇
、
三
一
年
次
の
居
延
簡
蹟
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
こ
う
し
た

情
況
は
、
一
九
七
三
、
七
四
年
次
の
場
合
で
も
同
様
か
と
推
測
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ

の
全
体
に
つ
い
て
は
未
だ
確
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
一
九
七
三
、
七
四
年
次
の
居
延
簡
蹟
に
は
、
冊
書
の
も
と
の
姿
を
1
と
ど
め
て
い
る
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居
延
簡
績
資
料
に
お
け
る
量
詞
の
考
察
一
三
保
一

も
の
、
あ
る
い
は
ま
た
、
冊
書
に
復
原
可
能
な
も
の
な
ど
が
か
な
り
含
ま
れ
て
お
り
、

こ
の
点
で
も
価
値
は
高
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
内
か
ら
、
今
、
A
、
始
建
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
く
ま
く

二
年
一
紀
元
δ
年
）
の
「
桑
他
莫
当
隊
一
守
御
器
簿
」
（
肩
水
金
関
出
土
）
の
場
合
と
、

B
、
建
武
三
年
一
紀
元
二
七
年
）
の
髪
書
、
「
侯
粟
君
所
責
憲
恩
事
」
一
破
域
子
出
土
）

の
場
合
と
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

　
　
　
A
　
嚢
他
莫
当
隊
一
守
御
器
簿

　
甘
粛
居
延
考
古
隊
の
概
報
一
既
出
『
文
物
』
一
九
七
八
年
第
一
期
一
に
図
版
一
写

真
一
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
。
永
田
氏
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
釈
文
を
示
さ

れ
た
（
同
氏
著
書
、
三
三
四
頁
）
。
　
冒
頭
の
数
字
は
排
列
さ
れ
た
簡
番
号
、
い
内

の
数
字
は
図
版
番
号
で
あ
る
。
「
隊
一
」
一
1
1
燧
一
は
、
今
、
原
簡
の
ま
ま
と
す
る
。

　
1
ω
　
始
建
国
二
年
五
月
丙
寅
朔
丙
寅
、
嚢
他
守
候
義
、
塾
言
之
。
謹
移
莫
當

　
　
　
　
隊
一
守
御
器
簿
一
編
、
敢
言
之
。

11　10　　9　　8　　7　　6　　5　　4　　3　　2　　1

¢O㈹㈹吻㈹㈹（6）⑰（4）（3）（2

一
1
の
裏
面
）
　
　
　
　
　
　
　
令
史
恭

⑧
桑
他
莫
當
隊
一
始
建
国
二
年
五
月
守
御
器
簿

驚
□
口
石

□
□
三
糖
九
斗

驚
精
三
石

馬
矢
桑
一

□
蘭
一

弩
長
腎
二

□
羊
頭
石
五
百

長
秤
二

連
挺
四

深
目
六

転
射
十
一

□
□

□
□
□

布
整
二

口戸
関
二

鎗
柑

肉
薪
二
石

大
積
薪
三

小
積
薪
三

汲
器
二

□
□
□
二

口狗狗
　篭二

　
1
2
㈹
　
長
倍
四
　
　
　
　
木
薪
二
石
　
　
　
小
芭
三
百
□

　
1
3
㈹
　
長
椎
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
□
□
ロ

　
ー
4
㈲
　
長
斧
□
　
　
　
　
□
二
石
　
　
　
　
瓦
□
二

　
1
5
⑫
飴
□
斤
　
　
　
鼓
一
　
　
　
木
椎
二

　
1
6
㈹
蓬
一
火
□
□
七
　
　
□
□
一
　
　
　
播
一

　
1
7
㈹
　
木
置
衣
二
　
　
　
破
釜
一
　
　
　
　
鐵
戊
三

　
　
　
　
＾
ソ
・

　
1
8
ω
　
皮
置
草
菓
各
一
　
□
□
二

　
1
9
⑧
　
承
□
□
　
　
　
　
瓦
婁
二

　
2
0
ω
　
口
…
…

　
2
1
㈱
口
二
具
口

　
2
2
⑪
　
⑧
桑
他
莫
営
隊
一
始
建
国
二
年
五
月
守
御
器
簿

　
こ
の
二
十
二
点
か
ら
成
る
冊
書
は
、
桑
他
侯
官
か
ら
上
級
官
庁
の
肩
水
都
尉
府
に

提
出
さ
れ
た
帳
簿
一
簿
書
、
簡
2
S
簡
2
2
）
と
そ
の
送
り
状
一
公
文
、
簡
1
）
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
、
量
詞
が
原
則
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
な
い
一
例
外
的
に
簡
1
に
「
守

御
器
簿
一
編
」
と
み
え
る
）
。
永
田
氏
は
、
ま
た
、
居
延
漢
簡
の
簿
籍
類
を
様
式
毎

に
分
類
さ
れ
、
集
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「
皿
　
器
物
」
の
部
に
お
け
る
イ
「
守

御
器
簿
」
の
類
に
も
量
詞
が
み
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
一
例
外
的
に
「
口
今
除
斧

　
　
　
　
　
　
8

金
柑
八
枚
一
簡
9
・
1
一
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
同
氏
著
書
、
二
八
七
頁
）
。
あ
る

　
　
　
　
　
　
4

い
は
、
こ
う
し
た
守
御
器
簿
で
は
量
詞
を
用
い
な
い
、
ま
た
は
、
省
略
す
る
と
い
っ

た
決
り
か
し
き
た
り
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
右
の
冊
書
に
つ
い
て
は
疑
問
も
提
出
さ
れ
て
い
る
（
注
2
9
、
永
田
氏
論

文
）
。
即
ち
、
そ
の
一
は
、
嚢
他
候
官
か
ら
肩
水
都
尉
府
に
送
達
さ
れ
た
守
御
器
簿

で
あ
る
の
に
、
内
容
は
莫
当
隊
一
の
も
の
だ
け
で
あ
っ
て
、
他
に
所
属
し
て
い
た
は
ず

の
延
寿
隊
一
、
呑
胡
隊
一
な
ど
の
守
御
器
簿
が
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
の
二
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こ
ん
か
ん

は
、
大
湾
の
肩
水
都
尉
府
に
宛
て
ら
れ
た
冊
書
で
あ
る
の
に
、
肩
水
金
関
一
大
湾
か

ら
東
北
へ
約
一
〇
キ
ロ
程
度
離
れ
て
い
る
）
か
ら
出
土
し
た
と
い
う
こ
と
、
な
ど
で

あ
る
。
専
門
家
に
よ
り
、
や
が
て
究
明
さ
れ
る
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
冊
書

し
ょ
う
も
ん

が
正
文
で
な
く
、
そ
の
写
し
か
控
え
の
、
一
部
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
疑
問
は
解
け

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
送
り
状
が
添
付
さ
れ
た
形
態
で
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
が
そ

の
ま
ま
上
申
文
書
と
な
っ
た
と
は
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
防
禦
力
の
維
持
、
ま
た
、

帳
簿
業
務
の
遂
行
の
た
め
に
、
他
の
隊
州
の
守
御
器
簿
な
ど
を
参
照
す
る
こ
と
も
必
要

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
下
書
き
や
写
し
・
控
え
に
量
詞
が
省
か
れ
る
可
能
性
の
あ

ろ
う
こ
と
、
量
詞
を
「
1
」
印
で
代
用
し
た
守
御
器
簿
一
簡
舳
・
1
）
の
あ
る
こ
と

な
ど
に
つ
い
て
は
先
に
言
及
し
た
。

B
　
候
粟
君
所
責
憲
恩
事

　
同
じ
く
概
報
に
図
版
さ
れ
、
ま
た
、
同
隊
の
簡
冊
整
理
小
組
に
よ
る
釈
文
も
公
表

　
　
　
一
3
1
一

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
は
、
建
武
三
年
一
紀
元
二
七
年
）
十
二
月
、
甲
渠
候
の
粟
君

が
民
の
憲
恩
に
貸
し
た
穀
に
つ
い
て
訴
訟
を
起
し
た
、
そ
の
取
り
調
べ
の
結
果
、
こ

れ
は
粟
君
の
証
告
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
彼
は
「
政
不
直
者
法
」
に
問
わ
れ
た
、

と
い
う
裁
判
書
類
で
あ
る
。

　
こ
の
冊
書
は
、
都
合
三
十
六
点
の
簡
蹟
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
訳
は
、

取
り
調
べ
時
の
口
述
記
録
一
髪
書
）
二
十
点
、
同
九
点
、
張
抜
郡
居
延
県
都
郷
薔
夫

宮
か
ら
居
延
県
廷
へ
の
報
告
書
四
点
、
居
延
県
か
ら
甲
渠
候
へ
の
通
達
書
二
点
、
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
だ

よ
び
、
こ
の
冊
書
の
名
称
を
記
し
た
褐
（
付
け
札
）
一
点
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
お
い

て
は
、
原
則
と
し
て
量
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
次
に
抽
出
す
る
の
が
そ
れ
で
あ
る

一
「
石
・
斗
・
升
」
「
斤
」
は
除
く
）
。
数
字
は
右
釈
文
に
お
け
る
簡
番
号
で
あ
る
。

　
　
　
　
ガ
フ

　
　
ω
　
合

居
廷
簡
頼
資
料
に
お
け
る
量
詞
の
考
察
一
三
保
）

○
　
大
笥
一
合
一
1
1
）
一
2
4
一
一
簡
u
と
簡
2
4
と
に
所
見
す
る
。
以
下
同
様
一

　
　
し

　
「
笥
」
は
、
竹
蔑
を
編
ん
で
作
っ
た
箱
形
の
、
覆
い
蓋
を
も
つ
容
器
。
馬
王
堆
一

号
漢
墓
か
ら
は
、
そ
の
遣
策
に
符
合
す
る
衣
物
、
締
織
品
類
、
食
品
類
な
ど
を
入
れ

た
四
十
八
合
が
出
土
し
て
い
る
一
長
さ
五
〇
セ
ソ
チ
位
、
幅
三
〇
セ
ソ
チ
位
）
。

　
　
　
サ
イ

　
　
②
　
歳

○
　
年
六
十
六
歳
（
3
）
（
2
1
）

○
　
歯
八
歳
（
5
）
一
8
）
一
2
2
）
一
2
3
）

○
　
歯
五
歳
一
5
）
（
2
2
）

　
初
め
の
例
は
憲
の
年
歳
、
後
二
例
は
牛
の
年
歳
に
つ
い
て
い
う
。

　
　
　
　
ソ

　
　
㈹
　
頭

○○○○
牛
一
頭
（
4
）
（
5
）
（
7
）
（
2
2
）

魚
五
千
頭
（
6
）
（
2
3
）

　
　
マ
イ

ω
　
枚

羊
章
一
枚
為
桑
一
1
1
）
一
2
4
）

棟
索
二
枚
一
1
2
）
（
2
5
）

一
2
3
）
一
2
9
）

一
2
9
）

　
前
者
は
羊
の
一
枚
皮
で
作
っ
た
袋
を
い
う
。
「
偉
」
は
義
未
詳
。

　
当
時
の
公
文
書
は
、
上
中
文
書
や
下
達
文
書
を
引
用
し
て
作
成
さ
れ
る
の
が
常
で

あ
る
。
こ
れ
も
同
様
で
あ
り
、
た
め
に
、
同
一
例
が
重
複
し
て
い
る
。
原
則
と
し
て
、

量
詞
は
添
え
用
い
る
と
い
う
姿
勢
が
看
取
さ
れ
る
が
、
次
の
二
例
一
延
四
例
）
に
っ

い
て
は
量
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
の
選
択
に
窮
し
た
も
の
で
も

あ
ろ
う
か
。

○
　
大
車
半
測
軸
一
、
直
万
銭
一
1
1
一
（
2
4
）
一
「
測
」
は
簡
2
4
に
「
構
」
と
あ
る
一

〇
　
一
石
去
盧
一
、
直
六
百
一
1
1
1
1
2
）
一
2
5
）

　
前
者
は
車
軸
に
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
去
盧
」
は
、
先
に
も
み
え
て
い
た
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居
延
簡
蹟
資
料
に
お
け
る
量
詞
の
考
察
一
三
保
一

が
、
竹
か
柳
を
編
ん
で
作
っ
た
食
器
ら
し
い
。
「
直
－
」
と
は
、
そ
れ
ら
を
評
価
額
で

婁
言
し
た
も
の
で
あ
る
。
単
位
は
「
銭
」
（
行
銭
）
。

　
右
は
、
量
詞
が
積
極
的
に
用
い
ら
れ
た
文
書
と
認
め
ら
れ
る
。
リ
ス
ト
様
の
文
書

で
な
く
、
従
っ
て
、
量
詞
の
登
場
場
面
も
多
く
な
い
が
、
金
銭
に
関
す
る
訴
訟
文
書

で
あ
る
た
め
、
そ
の
数
量
表
現
は
量
詞
を
添
え
て
正
確
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
九
七
三
、
七
四
年
次
の
居
延
簡
蹟
の
一
端
に
つ
い
て
述
べ
た
。
文
書
の
性
格
は
、

必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
が
、
と
も
に
一
世
紀
初
頭
の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

一
方
に
は
量
詞
が
み
ら
れ
ず
、
一
方
に
は
量
詞
が
積
極
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い

う
二
様
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
情
況
か
ら
推
測
す
れ
ば
、
当
時
の
文
書
世
界
に

は
、
既
に
、
積
極
的
な
量
詞
用
法
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ
を
用
い
る
用
い
な
い
は
、

文
書
そ
れ
ぞ
れ
の
作
成
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
　
結

び

　
本
稿
で
は
、
本
研
究
の
目
標
、
な
ら
び
に
、
中
国
古
代
の
簡
蹟
資
料
に
お
け
る
量

詞
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
、
あ
わ
せ
て
、
具
体
的
な
簡
蹟
資
料
と
し
て
居
延
漢

簡
を
取
り
上
げ
、
そ
の
量
詞
を
収
集
し
た
。
同
じ
漢
代
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
墓
葬

出
土
の
遣
策
類
に
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
用
例
の
収
集
効
率
は
劣
る
よ
う
で
あ
る
が
、

居
延
の
簡
蹟
だ
け
で
も
こ
れ
だ
け
の
用
例
が
あ
り
、
か
つ
、
用
法
が
あ
っ
た
と
い
う

点
に
は
注
目
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。
今
後
は
、
さ
ら
に
、
同
時
代
、
ま
た
、
そ
の
前
後

の
時
代
に
お
け
る
用
例
を
収
集
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
、
ω
量
詞
個
々
に
つ
い
て
、
㈲

量
詞
相
互
に
つ
い
て
、
ま
た
、
い
資
料
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
、
o
そ
の
他
に
つ
い
て
、

総
合
的
・
多
角
的
な
検
討
と
帰
納
的
考
察
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
居
延
簡
蹟
に
お
い
て
は
、
量
詞
を
用
い
た
も
の
が
あ
り
、
ま
た
、
用
い
な

い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
点
数
は
決
し
て
少
く
な
い
が
、
二
様
の
存
在
す
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
ら
二
様
は
、
全
く
自
在
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か

し
、
二
様
が
存
在
す
る
と
い
う
情
況
、
ま
た
、
当
時
の
帳
簿
行
政
、
上
計
制
度
の
徹

　
　
　
　
一
3
2
一

底
し
て
い
た
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
量
詞
を
添
え
る
方
が
、
適
正
な
様
式
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
点
は
、
こ
れ
を
規
定
し
た
律
令
で
も
発
見
さ

れ
な
い
か
ぎ
り
、
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
が
な
い
。
し
か
し
、
竹
簡
・
木
簡
と
い
っ
た

不
自
由
な
書
記
材
料
、
お
よ
び
、
筆
具
、
ま
た
、
一
々
の
量
詞
を
添
え
る
知
諭
労
力

な
ど
か
ら
し
て
も
、
不
用
な
文
字
は
一
ヶ
字
で
も
省
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、
量
詞
を
用
い
た
例
は
少
く
な
い
。
就
中
、
簡
蹟
に
よ
づ
て
は
そ
こ
に
み
え
る

物
品
の
す
べ
て
に
量
詞
を
添
え
た
例
も
あ
る
。
ま
た
、
衣
物
類
に
お
け
る
「
両
」
「
領
」
、

車
輌
に
お
け
る
「
乗
」
「
両
」
、
馬
牛
に
お
け
る
「
匹
」
「
頭
」
な
ど
、
使
い
分
け
の

整
然
と
し
て
い
る
量
詞
も
あ
る
。
居
延
簡
蹟
は
、
紀
元
前
・
後
二
百
余
年
と
い
う
長

大
な
時
間
帯
に
お
け
る
、
ま
た
、
複
数
地
点
に
お
け
る
出
土
物
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

人
知
を
超
え
た
、
い
わ
ば
、
神
の
御
心
の
ま
ま
に
取
り
遺
さ
れ
、
か
つ
、
出
土
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ア
ッ
ト
ラ
ソ
ダ
ム
な
も
の
に
原
則
的
な
使
用
、
ま
た
、
使

い
分
げ
な
ど
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
量
詞
の
使
用
、
お
よ
び
、
使
用
法
は
、
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
一

時
、
正
式
な
書
式
の
一
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

量
詞
は
、
形
体
・
類
別
表
現
、
数
量
表
現
に
大
き
く
関
与
し
、
文
書
文
言
の
正
確
度

を
高
め
る
力
を
も
有
し
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
規
定
さ
れ
た
書
式
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て

運
用
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
か
ろ
う
。
規
定
に
従
う
場
面
も
あ
れ
ば
、
そ
の
必
要
の
な

い
場
面
も
あ
る
。
〃
正
式
”
と
は
、
清
書
し
て
実
際
に
上
級
官
署
に
提
出
さ
れ
る
文

　
し
ょ
う
も
ん

書
一
正
文
）
の
作
成
様
式
（
書
式
一
を
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
正
式
で
な
い
文
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ど
だ
い

書
も
あ
る
。
一
通
の
正
式
文
書
を
作
成
す
る
た
め
の
下
書
き
（
土
代
、
草
案
）
や
そ

の
素
材
と
な
っ
た
文
書
、
備
忘
メ
モ
、
走
り
書
き
、
そ
の
他
の
資
料
や
記
録
書
・
簿

籍
類
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
上
計
す
る
に
際
し
て
は
控
え
（
案
文
）
も
残
さ

れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
下
か
ら
上
っ
て
き
た
文
書
を
査
察
す
る
た
め
の
査
察
・
照
合
用

の
文
書
（
写
し
、
複
本
）
も
保
管
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
む
し
ろ
、

正
式
文
書
に
数
倍
、
数
十
倍
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
と
推
測
さ
れ
る
。
だ
が
、
素

材
文
書
で
あ
り
、
保
管
文
書
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
書
記
様
式
は
、
場
合
に
よ
っ

て
は
簡
略
、
省
略
の
形
も
許
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
量
詞
の
み
え
な
い
簡
蹟
類
は
、
あ

る
い
は
、
こ
う
し
た
性
格
の
文
書
と
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、

遺
存
す
る
簡
績
類
に
つ
い
て
は
、
そ
う
し
た
性
格
の
判
別
を
行
い
な
が
ら
対
処
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
然
と
い
え
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
目
、

こ
れ
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
簡
蹟
類
の
大
部
分
が
断
簡
零
墨
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
漢
簡
資
料
の
限
界
に
関
わ
る
問
題
で
も
あ
る
。
今
後
に
お

け
る
簡
蹟
研
究
の
進
展
、
方
法
論
の
開
発
が
僕
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
簡
頼
類
は
、
ま
た
、
様
式
上
、
簿
籍
類
と
文
書
類
と
に
分
た
れ
る
。
前
者
に
は
、

器
物
簿
や
名
簿
、
勤
務
簿
、
記
録
簿
な
ど
が
あ
り
、
後
者
に
は
、
上
申
文
書
、
下
達

文
書
、
書
信
な
ど
が
あ
る
。
前
者
に
お
け
る
一
例
と
し
て
、
先
に
は
守
御
器
簿
の
場

合
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
そ
こ
で
は
量
詞
を
「
1
」
印
で
代
用
し
た
例
、
ま
た
、
量

詞
を
用
い
な
い
例
が
み
ら
れ
た
。
一
見
す
る
に
、
こ
こ
で
は
量
詞
を
用
い
る
こ
と
に

消
極
的
で
あ
る
よ
う
だ
が
、
こ
の
点
は
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
文
書
類
に

お
け
る
例
と
し
て
、
永
元
の
冊
書
と
「
候
粟
君
所
責
憲
恩
事
」
の
場
合
に
つ
い
て
み

て
き
た
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
と
も
に
量
詞
を
用
い
る
と
い
う
傾
向
が
顕
著
で
あ

っ
た
。
上
申
文
書
・
報
告
書
に
お
付
る
量
詞
用
法
の
一
端
が
知
ら
れ
よ
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
も
問
題
が
あ
る
。
即
ち
、
簡
蹟
類
は
簿
籍
類
と
文
書
類
と
に

居
延
簡
頼
資
料
に
お
け
る
量
詞
の
考
察
（
三
保
）

二
大
分
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
区
分
の
分
明
で
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
居
延
簡
蹟
で
最
も
よ
く
み
ら
れ
る
量
詞
に
、
衣
物
類
に
関
す
る
「
両
」
「
領
」

が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
み
え
る
簡
蹟
の
多
く
は
、
永
田
氏
の
分
類
集
成
で
い
け
ば
、

簿
籍
類
の
「
皿
　
器
物
」
の
中
の
「
口
「
戊
卒
被
兵
簿
」
ほ
か
」
の
C
グ
ル
ー
プ
に

相
当
す
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
は
簿
籍
類
に
お
け
る
用
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
こ
う
し
た
扱
い
方
は
必
ず
し
も
正
し
い
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
先
に
、
衣
物
に
関
す
る
量
詞
㈱
「
両
」
（
㈱
「
領
」
）
の
条
の
冒
頭
に
田
卒
児
尊
へ

の
支
給
品
リ
ス
ト
を
引
い
た
（
大
湾
出
土
、
簡
1
9
・
4
0
、
一
四
頁
上
段
参
照
）
。
こ

の
簡
の
図
版
は
、
前
掲
『
居
延
漢
簡
　
図
版
之
都
』
（
五
頁
）
、
『
居
延
漢
簡
甲
編
』
（
一

六
二
番
）
、
永
田
氏
著
書
（
口
絵
写
真
七
四
番
）
な
ど
に
掲
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
上
段
に
書
か
れ
た
「
田
卒
…
…
廿
七
」
の
一
行
は
波
礫
の
利
い
た
八
分

体
で
あ
り
、
下
段
の
「
轡
醜
一
一
一
∵
　
貫
賛
取
」
は
草
隷
体
（
や
や
右
下
り
形
）
で
書

か
れ
て
い
る
。
上
段
の
文
言
ま
で
は
、
原
簿
に
も
と
づ
い
て
あ
ら
か
じ
め
作
成
さ
れ

て
い
た
も
の
で
あ
り
、
下
段
の
そ
れ
は
現
品
を
代
理
で
受
領
し
た
貫
賛
の
手
跡
で
あ

　
　
　
（
3
4
）

る
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
簡
は
、
受
領
者
の
加
筆
が
な
さ
れ
た
時
点
で
受
領
の

文
書
（
受
領
証
書
）
と
し
て
成
立
、
機
能
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
量
詞
の
使
用
も

受
領
者
の
手
に
な
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
文
書
類
は
、
そ
の
内
容
・
構
成
上
、

簿
籍
類
を
そ
の
ま
ま
踏
ま
え
て
作
成
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
冊
書
簡
帯
の
な
い
状
態

で
出
土
す
れ
ば
、
そ
の
性
格
も
不
明
瞭
と
な
り
が
ち
で
あ
る
。
加
え
て
、
釈
読
者
に

別
筆
に
対
す
る
配
慮
が
欠
げ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
事
態
は
か
え
っ
て
混
乱
す

る
か
も
し
れ
な
い
。

　
居
延
の
地
よ
り
漢
簡
が
発
見
さ
れ
て
か
ら
既
に
六
〇
年
が
経
つ
。
そ
の
研
究
も
か

な
り
進
展
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
基
本
的
な
、
し
か
し
、
急
務
の
問
題
と
し
て
、
も

っ
と
正
確
な
釈
文
を
確
定
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
来
、
居
延
簡
蹟
の
釈
文
に
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居
延
簡
蹟
資
料
に
お
け
る
量
詞
の
考
察
一
三
保
一

つ
い
て
は
、
出
土
地
点
に
対
す
る
配
慮
の
不
足
、
ま
た
、
別
筆
に
対
す
る
配
慮
の
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
5
一

足
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
重
要
な
問
題
で
は
あ
る
。
だ
が
、
釈
文
そ

の
も
の
が
、
そ
の
全
般
に
お
い
て
、
今
目
、
既
に
最
善
の
方
法
で
行
わ
れ
て
い
る
と

は
い
い
が
た
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
保
存
・
洗
浄
剤
の
検
討
、
各
界
専

門
家
か
ら
成
る
中
目
合
同
の
研
究
班
に
よ
る
釈
読
、
赤
外
線
カ
メ
ラ
等
に
よ
る
墨
痕

の
判
読
な
ど
、
検
討
の
余
地
が
な
く
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
原
簡
の
痛
ま
な
い
内
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

不
鮮
明
な
墨
跡
を
読
み
定
め
、
釈
文
の
ゆ
れ
を
極
力
抑
え
、
よ
り
正
確
な
釈
文
を
、

早
く
、
広
く
に
提
供
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
念
願
す
る
。

　
な
お
、
目
本
の
古
文
書
に
お
い
て
は
、
数
字
に
は
大
字
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
（
公
式
令
）
。
こ
の
規
定
の
源
流
を
探
る
の
も
本
研
究
と
密
接
に
関
係
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
居
延
簡
蹟
に
お
け
る
漢
数
字
は
「
一
、
二
、
三
、
…
－
十
、
廿
…
…
」

の
体
系
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
「
壱
、
弐
、
参
、
…
…
」
の
体
系
は
用
い
ら
れ
て
い

な
い
。
少
く
と
も
こ
の
問
題
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
、
二
者
の
間
に
直
接
的
な
関
わ
り
は

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
〇
年
八
月
二
目
）

　
　
　
注

一
1
）
　
一
九
八
八
年
一
一
月
発
行
、
三
省
堂
。
一
二
〇
九
頁
に
、
「
常
用
さ
れ
る
助
数
詠
」
「
個

　
　
　
々
の
事
物
に
つ
く
助
数
詞
」
の
一
覧
表
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）
　
池
上
禎
造
「
助
数
詞
孜
」
、
『
国
語
・
国
文
』
、
第
一
〇
巻
第
三
号
、
昭
和
一
五
年
三

　
　
　
月
。

（
3
）
　
浜
田
敦
「
七
つ
の
子
が
あ
る
」
、
『
続
朝
鮮
資
料
に
よ
る
目
本
語
研
究
』
、
昭
和
五
八

　
　
年
八
月
、
臨
川
書
店
。
本
論
考
は
、
『
国
語
史
へ
の
道
　
上
』
（
一
九
八
一
年
六
月
、
三

　
　
省
堂
）
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
奥
津
敬
一
郎
「
日
中
対
照
数
量
表
現
」
、
『
目
本
語
学
』
、
一
九
八
六
年
八
月
号
、
七

一
4
）

一
5
）

一
6
）87

（
9
）

一
1
0
）

五
頁
。

　
今
目
に
お
げ
る
日
中
両
語
の
助
数
詞
を
、
構
造
と
機
能
の
二
方
面
か
ら
比
較
・
対
照

し
た
も
の
に
、
張
麟
声
氏
の
「
目
中
両
語
の
助
数
詞
」
（
『
目
本
語
学
』
、
一
九
八
三
年

八
月
号
）
が
あ
る
。

　
拙
稿
「
古
文
書
に
お
け
る
助
数
詞
一
一
一
」
、
「
一
同
一
一
二
一
」
、
『
島
根
大
学
教
育
学
部

紀
要
』
、
第
二
一
二
巻
第
一
号
、
同
第
二
号
、
平
成
元
年
七
月
、
同
二
一
月
。
そ
の
他
。

　
劉
復
著
『
中
国
文
法
講
話
』
、
一
九
三
二
年
九
月
、
北
新
書
局
。
魚
返
善
雄
・
中
野

昭
麿
共
訳
『
支
那
文
法
講
話
』
、
一
九
四
三
年
二
月
、
三
省
堂
。

　
渡
辺
実
「
日
華
両
語
の
数
詞
の
機
能
　
　
助
数
詞
と
単
位
名
　
　
」
、
『
国
語
国
文
』
、

第
二
一
巻
第
一
号
、
一
九
五
二
年
。

　
ま
た
、
郭
明
昆
氏
は
、
古
代
語
で
も
、
普
通
名
詞
（
物
質
名
詞
の
対
一
は
必
ず
し
も

陪
判
詞
が
不
可
欠
で
は
な
く
、
ま
た
、
筆
写
の
労
を
省
く
必
要
上
、
文
意
の
了
解
に
支

障
の
な
い
か
ぎ
り
、
こ
れ
を
記
入
し
な
か
っ
た
と
述
べ
ら
れ
る
（
「
華
語
に
お
け
る
形

体
観
念
」
、
『
中
国
の
家
族
制
及
び
言
語
の
研
究
』
、
一
九
六
二
年
九
月
、
東
方
学
会
発

行
、
所
収
、
四
二
二
頁
）
◎

少
く
と
も
最
も
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
称
呼
で
あ
ろ
う
。

こ
の
鉛
印
本
は
、
「
校
正
を
へ
て
い
な
い
た
め
誤
植
が
多
く
、
石
印
本
を
併
せ
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
」
と
い
う
労
氏
御
自
身
の
発
言
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
（
目
比
野
丈
夫
「
労
幹
氏
の
来
訪
」
、
『
東
洋
史
研
究
』
、
第
一
四
巻
第
一
・
二
合
併

号
、
一
九
五
五
年
）
。

　
よ
り
適
切
に
は
、
「
文
言
文
」
の
内
の
「
古
典
語
文
」
（
上
古
か
ら
漢
代
に
至
る
ま
で

の
資
料
に
み
え
る
中
国
語
文
一
と
い
ヶ
べ
き
で
あ
ろ
う
か
（
『
中
国
文
化
叢
書
－
　
言

語
』
、
一
九
六
七
年
一
一
月
、
大
修
館
書
店
、
二
〇
三
頁
参
照
一
。

　
高
柳
光
寿
・
竹
内
理
三
編
『
日
本
史
辞
典
』
一
角
川
第
二
版
一
、
昭
和
五
三
年
一
月
、
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第
二
版
第
7
版
、
角
川
書
店
。

　
相
田
二
郎
著
『
目
本
の
古
文
書
　
上
』
、
昭
和
四
九
年
五
月
、
第
一
一
刷
、
岩
波
書

店
、
序
説
、
一
頁
。

　
文
書
類
は
、
そ
の
内
容
・
構
成
上
、
簿
籍
類
を
そ
の
ま
ま
踏
ま
え
て
作
成
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
遺
趾
か
ら
発
掘
さ
れ
る
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
冊
書
簡
帯
の
切

れ
た
、
あ
る
い
は
、
な
い
状
態
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
が
文
書
・
簿
籍
の

い
ず
れ
の
部
分
で
あ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
正
式
文
書
・
非
正
式
文
書
の
い
ず
れ
（
の

部
分
）
で
あ
る
の
か
不
明
瞭
の
こ
と
が
あ
る
。
即
ち
、
そ
こ
に
み
え
る
こ
と
ば
の
性
格

が
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
文
脈
を
た
ど
り
に
く
い
と
い
う
欠
点
が
あ

る
。　

口
頭
発
表
、
「
漢
簡
資
料
に
お
け
る
助
数
詞
の
考
察
」
、
国
語
学
会
、
平
成
二
年
春
季

犬
会
一
同
年
五
月
二
七
目
、
於
明
海
大
学
）
。
要
旨
は
、
『
（
同
大
会
）
要
旨
』
、
お
よ
び
、

機
関
誌
『
国
語
学
』
、
第
一
六
二
集
（
同
年
九
月
）
所
掲
。

　
大
庭
脩
著
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』
、
昭
和
五
七
年
二
月
、
創
文
杜
、
八
二
頁
。

　
拙
稿
「
敦
煙
簡
腫
資
料
に
お
け
る
量
詞
の
考
察
」
、
『
島
大
国
文
』
、
第
一
九
号
、
平

成
二
年
二
月
。

　
今
、
国
立
国
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
目
録
に
コ
一
冊
、
二
一
㎝
L

と
あ
る
が
、
一
冊
に
整
本
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
、
〔
第
一
〕
釈
文
　
巻
一
⊥
二
、
〔
第

二
〕
釈
文
巻
四
、
附
録
敦
煙
漢
簡
校
文
、
索
引
之
一
。

　
受
領
品
を
書
か
ず
、
「
P
」
と
の
み
書
い
た
例
も
あ
る
（
簡
㎜
・
1
3
、
な
ど
）
。
ま
た
、

「
P
」
「
□
」
の
他
、
「
自
取
」
「
（
受
領
者
の
人
名
）
」
「
（
同
）
取
」
「
（
同
一
為
取
」
な

ど
と
書
い
た
例
も
あ
る
。

　
目
比
野
丈
夫
著
『
中
国
歴
史
地
理
研
究
』
（
東
洋
史
研
究
叢
刊
之
三
十
、
昭
和
五
二

年
三
月
、
同
朋
舎
出
版
部
）
、
「
漢
簡
所
見
地
名
考
」
の
「
三
　
昌
邑
の
三
那
」
、
二
二

　
　
　
　
居
延
簡
蹟
資
料
に
お
け
る
量
詞
の
考
察
一
三
保
一
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三
∫
一
四
〇
頁
。

　
王
力
著
『
漢
語
史
稿
』
一
修
訂
本
）
、
一
九
五
八
年
八
月
、
科
学
出
版
杜
、
中
冊
、
二

〇
頁
。
ま
た
、
注
6
の
劉
復
氏
の
著
書
、
四
二
（
訳
書
、
六
三
頁
）
。

　
「
月
言
簿
」
は
一
ケ
月
毎
の
報
告
帳
簿
で
あ
り
、
「
四
時
簿
」
は
、
一
ケ
年
を
三
ケ

月
単
位
の
四
期
に
分
け
た
帳
簿
で
あ
る
。

　
米
田
賢
次
郎
「
帳
簿
よ
り
見
た
る
漢
代
の
官
僚
組
織
に
つ
い
て
」
、
『
東
洋
史
研
究
』
、

第
一
四
巻
第
一
・
二
合
併
号
、
一
九
五
五
年
。
ま
た
、
前
掲
永
田
氏
著
書
（
三
三
三
頁
一

に
も
、
こ
の
冊
書
の
例
外
的
な
性
格
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。

　
労
幹
氏
の
『
居
延
漢
簡
　
考
釈
之
部
』
、
「
考
証
」
。

　
岡
崎
敬
「
漢
代
辺
境
兵
士
の
被
服
に
つ
い
て
」
、
『
東
洋
史
研
究
』
、
第
一
二
巻
第
三

号
、
一
九
五
三
年
。

　
吉
田
光
邦
「
弓
と
弩
」
、
『
東
洋
史
研
究
』
（
同
右
）

　
藤
枝
晃
「
長
城
の
ま
も
り
　
　
河
西
地
方
出
土
の
漢
代
木
簡
の
内
容
の
概
観
　
　
」
、

『
遊
牧
民
族
の
研
究
』
『
自
然
と
文
化
』
別
編
2
、
京
都
、
自
然
史
学
会
、
一
九
五
五

年
五
月
刊
、
二
三
九
s
三
四
四
頁
。

　
林
巳
奈
夫
著
『
中
国
段
周
時
代
の
武
器
』
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
七

二
年
。

　
初
師
賓
「
漢
辺
塞
守
御
器
備
考
略
」
、
『
漢
簡
研
究
文
集
』
、
甘
粛
省
文
物
工
作
隊
・

同
省
博
物
館
編
、
一
九
八
四
年
九
月
、
甘
粛
人
民
出
版
杜
出
版
。

　
陳
直
氏
の
前
掲
書
、

　
森
鹿
三
著
『
東
洋
学
研
究
　
居
延
漢
簡
篇
』
一
東
洋
史
研
兜
叢
刊
之
二
士
二
之
二
一
、

一
九
七
五
年
三
月
、
同
朋
舎
、
四
九
頁
。

　
『
文
物
』
、
一
九
七
八
年
第
一
期
、
六
頁
。
敦
煙
か
ら
は
ニ
メ
ー
ト
ル
余
の
も
の
が
、

ま
た
、
楼
蘭
か
ら
は
一
メ
ー
ト
ル
足
ら
ず
の
も
の
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
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（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
一

（
2
8
）

　
　
　
　
居
延
簡
蹟
資
料
に
お
げ
る
量
詞
の
考
察
（
三
保
）

　
口
蔽
二
匹
・
三
1
（
㎜
・
4
9
）
、
綴
一
匹
直
八
百
／
代
素
丈
六
尺
直
三
百
六
十
八
／

白
練
二
匹
直
千
四
百
　
練
一
匹
直
千
／
阜
二
丈
五
尺
直
五
百
　
馬
君
卒
／
巳
（
脳
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0

3
6
）
、
口
禄
用
棄
十
八
匹
一
口
（
8
・
1
1
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

　
口
縄
十
丈
札
二
百
両
行
五
十
（
1
0
・
8
）
、
團
稟
索
五
丈
口
（
6
3
・
1
6
）
、
（
上
略
）

　
　
　
　
　
　
　
1

小
縄
升
八
丈
口
（
3
・
5
6
）

　
　
　
　
　
　
　
2

　
宣
帝
以
後
か
ら
後
漢
初
期
ま
で
の
も
の
と
い
う
（
馬
衡
氏
『
記
漢
居
延
筆
』
）
。
毛
ぱ

い
た
ち
、
軸
は
四
つ
割
合
成
の
木
製
。
こ
の
他
に
も
次
の
類
が
あ
る
。

ω
雲
夢
睡
虎
地
一
一
号
秦
墓
出
土
の
筆
一
三
支
）
、
竹
製
、
筆
管
の
長
さ
一
八
・
ニ
セ

ン
チ
、
直
径
○
・
匹
セ
ン
チ
、
筆
毛
の
長
さ
約
二
・
五
セ
ン
チ
、
細
竹
で
作
っ
た
筆
套

（
長
さ
二
七
セ
ソ
チ
、
直
径
一
・
五
セ
ン
チ
一
に
入
る
。

㈲
敦
煙
馬
圏
湾
の
漢
代
遺
趾
出
土
の
筆
、
竹
製
、
長
さ
一
九
・
六
セ
ン
チ
、
直
径
○
・

四
セ
ン
チ
、
筆
毛
は
狼
毫
、
毛
長
一
・
ニ
セ
ン
チ
（
文
物
、
一
九
八
一
年
第
一
〇
期
）
。

り
江
陵
鳳
風
山
一
六
八
号
漢
墓
出
土
の
筆
（
一
支
）
、
竹
製
、
長
さ
二
四
・
八
セ
ソ
チ
、

直
径
○
・
三
セ
ン
チ
、
上
端
は
削
尖
、
下
端
は
や
や
太
く
て
径
○
・
五
セ
ン
チ
、
毛
腔

は
下
端
に
位
置
す
る
が
、
已
に
朽
ち
て
な
い
、
細
竹
で
作
っ
た
筆
套
（
長
さ
二
九
・
七

セ
ソ
チ
、
直
径
一
・
五
セ
ソ
チ
）
に
入
っ
て
い
る
（
文
物
、
一
九
七
五
年
第
九
期
）
。

H
武
威
磨
咀
子
四
九
号
墓
（
後
漢
の
紀
元
；
↑
二
一
七
年
頃
）
出
土
の
筆
、
竹
製
、
長
さ

二
一
・
九
セ
ン
チ
、
直
径
○
・
六
セ
ン
チ
、
筆
毛
は
長
さ
一
・
六
セ
ン
チ
、
外
側
は
黄

褐
色
の
狼
毫
で
覆
い
、
筆
芯
と
鋒
は
黒
紫
色
の
毛
で
作
る
、
筆
管
の
中
ご
ろ
に
隷
書
体

で
「
白
馬
作
」
の
三
字
陰
刻
が
あ
る
（
文
物
、
一
九
七
二
年
第
二
一
期
）
。

　
当
時
、
既
に
「
紙
」
が
存
在
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
漢
（
紀
元
前
一
四
〇
∫
八
七
年
）

の
西
安
市
東
郊
出
土
紙
（
麻
・
苧
麻
）
、
同
（
紀
元
前
五
二
年
）
の
甘
粛
省
肩
水
金
関

出
土
紙
（
麻
）
、
同
（
紀
元
前
七
言
丁
五
二
年
一
の
陳
西
省
中
顔
村
出
土
紙
（
麻
）
、
以
下
の

出
土
例
が
参
照
さ
れ
る
（
潜
吉
星
著
、
佐
藤
武
敏
訳
『
中
国
製
紙
技
術
史
』
、
一
九
八

（
2
9
）

（
3
0
）

（
3
1
）

（
3
2
）

（
3
3
）

（
3
4
）

（
3
5
）

○
年
一
一
月
、
平
凡
杜
）
。

　
藤
枝
氏
、
注
2
2
文
献
、
二
六
一
頁
。

　
永
田
英
正
「
新
居
延
漢
簡
中
の
若
干
の
冊
書
に
つ
い
て
」
、
『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀

要
』
、
第
三
号
、
一
九
七
九
年
三
月
。
ま
た
、
同
氏
の
前
掲
書
、
二
八
九
頁
。

　
米
田
氏
、
注
2
1
文
献
、
九
三
頁
。

　
大
庭
脩
著
『
木
簡
学
入
門
』
、
一
九
八
四
年
八
月
第
一
刷
、
八
九
年
第
二
刷
、
講
談

杜
、
二
三
ハ
頁
。

　
大
庭
脩
著
『
大
英
図
書
館
蔵
　
敦
煙
漢
簡
』
（
一
九
九
〇
年
六
月
、
同
朋
舎
出
版
）

に
は
、
敦
煙
簡
に
、
「
獲
断
金
之
利
焉
　
　
　
始
建
国
…
年
五
月
己
丑
下
」
（
舳
、
C
㎜
一

の
よ
う
に
み
え
る
「
…
」
の
字
は
、
王
葬
時
代
の
特
色
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
条
が
あ

る
（
二
五
頁
）
。
検
討
し
た
い
。

　
本
邦
で
は
大
庭
脩
氏
に
次
の
考
察
が
あ
る
◎

　
「
居
延
新
出
「
候
粟
君
所
責
憲
恩
事
」
冊
書
－
嚢
書
考
補
1
」
、
『
東
洋
史
研
究
』
、

第
四
〇
巻
第
一
号
、
昭
和
五
六
年
六
月
◎
後
、
注
1
4
文
献
に
収
め
る
。

　
注
2
1
、
米
田
氏
論
文
。
ま
た
、
左
記
に
論
述
さ
れ
て
い
る
。

　
永
田
英
正
「
簡
蹟
よ
り
み
た
る
漢
代
辺
郡
の
統
治
制
度
」
の
第
三
節
、
『
講
座
敦
煙
』

の
第
三
巻
所
収
、
昭
和
五
五
年
八
月
、
大
東
出
版
杜
。
永
田
氏
の
前
掲
書
、
三
八
八
頁
、

そ
の
他
に
も
論
述
が
あ
る
。

　
こ
こ
に
は
漢
墓
出
土
の
遺
策
類
に
お
け
る
情
況
な
ど
も
参
照
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
。

　
こ
う
し
た
支
給
品
簿
、
お
よ
び
、
支
給
時
の
別
筆
記
入
に
つ
き
、
永
田
氏
前
掲
書
に

言
及
が
あ
る
（
二
九
二
s
二
九
五
頁
）
。

　
森
氏
、
注
2
3
文
献
、
一
九
〇
頁
。
永
田
氏
、
注
3
4
文
献
。
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〔
付
記
〕
　
　
「
完
」
に
つ
い
て

　
劉
世
儒
氏
『
魏
晋
南
北
朝
量
詞
研
究
』
た
よ
れ
ば
、
漢
代
に
は
「
完
」
と
い
う
量
詞
が
あ
っ

た
と
さ
れ
る
、
即
ち
、
そ
の
第
二
章
、
陪
伴
詞
の
「
通
」
の
条
に
、
次
の
よ
う
な
居
延
漢
簡

を
掲
げ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
　
　
9

　
　
口
激
鳩
上
芳
蓬
一
通
（
4
・
2
7
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

　
「
但
在
漢
代
”
通
”
也
可
以
説
為
”
完
”
」
と
述
べ
、
次
の
用
例
を
掲
げ
て
、

　
　
　
　
　
　
、
　
3

　
　
箕
木
蓬
一
完
一
5
・
4
）

　
　
　
　
　
　
　
　
5

　
　
　
一
「
箕
」
は
『
甲
乙
編
』
に
よ
る
、
本
書
お
よ
び
台
北
重
訂
本
は
「
其
」
一

　
「
”
通
”
指
通
体
一
貫
、
”
完
”
指
完
整
無
欠
。
両
者
在
詞
義
上
原
本
就
是
可
以
互
通
的
。
」
二

六
三
・
一
六
四
頁
）
と
、
「
通
」
と
「
完
」
と
の
互
通
性
を
説
い
て
い
る
。

　
　
．
ま
た
、
第
一
章
第
八
節
で
も
、
「
八
月
甲
子
買
赤
白
繕
蓬
一
完
」
、
「
出
稟
矢
銅
鍛
二
百

完
」
、
「
具
弩
一
完
」
、
「
蘭
冠
一
完
」
、
「
革
甲
廿
完
」
の
例
を
掲
げ
て
、
「
”
完
”
指
完
整
、
只

要
重
在
完
整
、
適
用
範
囲
可
以
是
多
方
面
的
、
看
上
中
心
詞
義
類
的
多
様
性
可
知
。
但
這
様

用
同
”
具
〃
字
的
部
分
用
法
実
是
重
複
、
所
以
到
了
南
北
朝
就
只
用
”
具
〃
、
不
用
”
完
〃

了
（
参
看
後
”
具
〃
字
条
一
。
」
と
述
べ
一
七
〇
頁
）
、
そ
れ
ま
で
用
い
ら
れ
て
き
た
量
詞
「
完
」

は
南
北
朝
期
に
な
っ
て
す
た
れ
、
「
具
」
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
と
説
か
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
「
完
」
は
陪
伴
詞
、
即
ち
、
量
詞
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
居
延
簡
煩
に

お
け
る
「
完
」
は
、
右
の
他
、
次
の
よ
う
に
み
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

　
　
團
第
柑
五
墜
藁
矢
銅
鍛
五
十
完
（
9
・
8
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

　
　
口
第
柑
五
墜
蒸
索
長
三
丈
一
完
／
元
延
二
年
造
（
螂
・
9
A
一

　
　
出
物
故
／
戊
卒
魏
郡
内
黄
東
郭
里
虐
奴
／
三
石
具
弩
；
兀
稟
矢
銅
鍛
五
十
完
／
楯
一
蘭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8

　
　
莞
各
一
負
索
一
完
．
凡
小
大
五
十
五
物
　
　
　
／
五
鳳
二
年
五
月
壬
子
朔
丙
子
口
一
4
1

　
　
・
2
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
受
九
月
余
藁
忘
矢
銅
鍛
二
万
完
口
（
2
・
9
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

　
　
　
　
　
　
居
延
簡
憤
資
料
に
お
け
る
量
詞
の
考
察
一
三
保
）

　
　
口
胡
墜
糸
承
弦
一
完
（
捌
・
2
2
A
）
（
捌
・
2
2
B
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
　
曲
施
紺
胡
各
一
完
　
ρ
一
6
・
！
8
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

　
同
様
の
「
完
」
は
、
敦
煙
簡
蹟
に
も
み
え
て
い
る
。
一
「
大
3
5
」
と
は
、
大
庭
脩
氏
の
前
掲
書

『
大
英
図
書
館
蔵
　
敦
煙
漢
簡
』
に
お
け
る
釈
文
番
号
、
「
C
4
0
」
と
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
シ
ャ

バ
ソ
ヌ
氏
の
釈
文
番
号
、
A
B
と
は
、
簡
の
表
裏
を
い
う
。
／
印
は
原
簡
に
改
行
、
〈
〉
印

は
原
簡
に
割
書
小
書
の
条
を
い
う
）

　
　
□
□
〈
□
刀
一
完
一
中
略
一
神
爵
四
年
繕
－
盾
一
完
神
爵
元
年
寺
工
造
〉
一
敦
、
大
3
5
，

　
　
C
4
0
一

　
　
團
く
陥
堅
妄
矢
銅
鍛
／
五
十
完
v
一
敦
、
大
8
1
，
C
6
7
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
乙
　
　
　
　
　
o
乙

　
居
延
簡
蹟
に
は
、
ま
た
、
「
薬
矢
九
十
時
呼
未
能
会
会
日
」
（
3
・
7
）
、
「
弩
帽
一
幣
」
（
1
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

・
■
1
9
）
、
「
狗
篭
一
破
」
一
汕
・
3
1
A
一
、
「
承
鉦
二
破
－
－
釜
；
兀
」
一
湖
・
6
）
、
「
口
其
一
重
六

　
　
　
（
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
‘

折
傷
」
（
5
1
．
1
8
）
、
「
其
六
折
傷
　
其
二
□
／
四
完
」
（
5
1
．
2
1
一
、
「
其
六
十
五
両
折
傷
／
廿
二

両
完
」
一
搬
・
1
6
）
、
「
其
百
五
十
破
傷
不
可
用
／
五
十
完
」
（
棚
・
9
）
、
「
三
石
具
弩
四
皆
傷
」

一
7
5
・
！
7
一
の
よ
う
な
用
例
が
み
え
て
い
る
。
「
時
呼
」
「
幣
」
「
破
」
「
折
傷
」
と
い
っ
た
文
字

は
、
器
物
を
点
検
、
報
告
す
る
折
の
損
傷
情
況
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
す
る
完

壁
に
整
備
さ
れ
た
情
態
が
「
完
」
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
敦
煙
簡
蹟
か
ら

も
若
干
例
を
引
こ
う
。

　
　
田
可
　
く
六
石
具
弩
一
完
服
；
兀
弓
神
爵
三
年
繕
蹄
四
年
繕
弦
母
除
初
置
／
嚢
矢
五
十
其

　
　
四
干
斥
呼
批
六
完
蘭
一
完
駅
前
家
小
□
母
除
初
置
v
（
敦
、
大
9
3
，
C
8
2
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∩
6
　
　
　
　
　
ρ
C

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

　
　
画
平
望
朱
爵
隊
釜
矢
銅
鍛
百
〈
其
拙
四
干
庫
呼
／
五
十
六
完
〉
一
敦
、
大
脳
、
C
棚
一

　
右
二
例
に
お
い
て
は
「
斥
呼
」
と
「
完
」
と
が
対
置
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
右
厭
胡
隊
一
卒
四
人
く
妄
矢
六
百
　
　
　
…
皿
七
羽
散
干
斥
呼
　
三
百
九
十
七
完
／
其
九
十

　
　
　
五
羽
完
干
斥
呼
　
六
十
一
羽
敏
干
完
　
服
一
完
v
（
敦
、
大
㎜
、
C
7
1
）

　
　
こ
こ
に
は
、
忘
矢
六
〇
〇
枚
の
内
、
四
七
枚
に
つ
い
て
は
「
羽
は
敏
、
干
は
斥
呼
」
、
三

sokyu
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居
廷
簡
蹟
資
料
に
お
け
る
量
詞
の
考
察
（
三
保
一

九
七
枚
に
つ
い
て
は
「
完
」
、
九
三
枚
に
つ
い
て
は
「
羽
は
完
、
干
は
斥
呼
」
、
六
一
枚
に
つ
い

て
は
「
羽
は
敵
、
干
は
完
」
、
ま
た
、
服
一
に
つ
い
て
は
「
完
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
「
羽
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
ぴ
ら

は
矢
羽
根
、
「
干
」
と
は
「
竿
」
に
通
じ
て
や
が
ら
を
い
い
、
「
服
」
と
は
簸
、
や
な
ぐ
い
を

い
う
。
「
完
」
と
は
損
傷
の
な
い
情
態
を
い
い
、
「
斥
呼
」
と
は
損
傷
し
て
い
る
情
態
を
い
う
。

　
「
斥
」
は
、
「
序
」
「
峠
」
の
よ
う
な
字
形
で
み
え
る
こ
と
も
あ
る
。
王
国
維
氏
の
著
書
『
流

沙
墜
簡
考
釈
補
正
稿
本
』
（
巻
一
、
十
オ
）
に
は
、
「
序
」
「
峠
」
は
裂
折
の
意
、
「
呼
」
は
、

け
・
か

「
鋳
」
字
の
仮
借
で
ひ
び
、
か
け
（
嵌
）
、
裂
け
、
き
ず
の
意
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
漢
簡
資
料
に
お
け
る
「
完
」
は
量
詞
一
陪
伴
詞
一
と
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
。

専
門
書
に
お
け
る
所
説
に
対
し
、
は
っ
き
り
と
し
た
形
で
修
正
し
て
お
き
た
い
。
今
目
は
、
劉

氏
の
時
代
と
異
り
、
そ
う
し
た
資
料
も
比
較
的
容
易
に
披
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
各
位
の
御

賛
同
も
得
ら
れ
よ
う
か
と
思
う
。

本
稿
は
、
平
成
二
年
度
、
文
部
省
科
学
研
究
費
交
附
課
題
「
中
世
文
書
に
お
け
る
常
用
漢
字

の
研
究
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

〔
追
記
〕
　
八
頁
上
段
に
掲
出
す
べ
き
写
真
版
（
図
版
）
と
し
て
次
を
脱
し
た
の
で
補
っ
て
お

く
o　

　
○
高
橋
東
次
郎
編
（
兼
発
行
）
『
居
延
木
簡
選
集
』
、
第
一
∫
五
冊
は
図
版
、
第
六
冊
は
釈

　
　
　
文
・
文
字
類
編
（
但
し
、
こ
れ
ら
は
労
幹
氏
『
居
延
漢
簡
　
考
釈
之
部
』
と
王
夢
鴎
氏

　
　
　
『
漢
簡
文
字
類
編
』
等
に
よ
っ
て
い
る
）
、
各
冊
六
〇
s
七
〇
頁
、
一
九
七
五
年
三
∫

　
　
　
一
一
月
。
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